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【開催日】 平成２９年８月３１日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後５時５分 

【出席委員】 
 

委 員 長 小 野   泰 副委員長 松 尾 数 則 

委 員 岩 本 信 子 委 員 岡 山   明 

委 員 河 野 朋 子 委 員 笹 木 慶 之 

委 員 下 瀬 俊 夫 委 員 中 村 博 行 

委 員 矢 田 松 夫   
 
【欠席委員】 なし 

 

【委員外出席議員等】 
 

議  長 尾 山 信 義 副 議 長 三 浦 英 統 

 

【傍聴議員】  
 

議  員 中 島 好 人 議 員 山 田 伸 幸 

 

【執行部出席者】  
 

副市長 古 川 博 三 総務部長 今 本 史 郎 

総務部次長兼総務課長 岩 本 良 治 秘書課長 大 谷 剛 士 

秘書課主任 福 田 淑 子 総務課主幹兼危機管理室長 石 田   隆 

総務課法制係長 野 村   豪 総務課広報係長 道 元 健太郎 

総務課危機管理室主任 青 木 宏 薫 人事課長 辻 村 征 宏 

人事課課長補佐兼人事係長 田 尾 忠 久 人事課給与係長 林   善 行 

税務課長 藤 山 雅 之 税務課課長補佐 伊與木   登 

税務課主査兼市民税係長 亀 田 由紀枝 税務課収納係長 畑 中 徳 行 

税務課固定資産税係長 原 田 貴 順 債権特別対策室長 辻 永 民 憲 

消防課長 西 原 敏 郎 消防課主幹 岩 村   淳 

消防課消防庶務係長 日 髙 辰 将 消防課消防団係長 松 岡 賢 吾 

総合政策部長 川 地   諭 企画課長 河 口 修 司 

企画課課長補佐 河 田 圭 司 企画課主査兼企画係長 杉 山 洋 子 

企画課主査 村 田   浩 企画課行革推進係長 佐 貫 政 彰 

財政課長 篠 原 正 裕 財政課課長補佐兼財政係長 山 本   玄 

財政課調整係長 鈴 木 一 史 管財課長 木 本 順 二 
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管財課主幹 梅 田 智 幸 情報管理課長 山 根 正 幸 

情報管理課課長補佐 石 橋 啓 介 文化・スポーツ振興部長 姫 井   昌 

文化・スポーツ政策室長 舩 林 康 則 文化振興課長 西 田   実 

スポーツ振興課長 川 﨑 信 宏 文化振興課課長補佐 渡 邉 俊 浩 

スポーツ振興課主査 熊 野 貴 史 市民生活部長 城 戸 信 之 

市民生活課長 石 田 恵 子 市民生活課課長補佐兼人権・男女共同参画室長 山 本 満 康 

市民生活課市民生活係長 三 浦   裕 市民課長 長 井 由美子 

市民課主査 藤 上 尚 美 生活安全課長 吉 村 匡 史 

生活安全課課長補佐 亀 﨑 芳 江 生活安全課主査兼防犯交通係長 光 井 誠 司 

産業振興部長 芳 司 修 重 産業振興部次長兼農林水産課長 髙 橋 敏 明 

農林水産課技監 山 﨑 誠 司 農林水産課主査兼耕地係長 銭 谷 憲 典 

農林水産課農林係長 平   健太郎   

監理室長 柴 田 直 幸 監理室室長補佐 中 村 景 二 

山陽総合事務所長 吉 藤 康 彦 山陽総合事務所次長兼地域活性化室長 沼 口   宏 

会計管理者兼出納室長 大 田   宏 出納室長補佐 大 井 康 司 

教育長 宮 内 茂 則 教育部長 尾 山 邦 彦 

学校教育課長 三 輪 孝 行 学校教育課主幹 真 鍋 伸 明 

学校教育課技監 井 上 岳 宏 学校教育課主幹 麻 野 秀 明 

社会教育課長 和 西 禎 行 社会教育課課長補佐兼青少年係長 臼 井 謙 治 

社会教育課主査兼社会教育課係長 西 村 一 郎 社会教育課人権教育係長 吹 上 智 幸 

社会教育課公民館係長 柿 並 健 吾 社会教育課文化財係長 中 村 扶実子 

中央図書館長兼厚狭図書館長 山 本 安 彦 中央図書館副館長 井 上 正 満 

厚狭図書館副館長 渡 邉 育 学 歴史民俗資料館長 石 原 さやか 

選挙管理委員会事務局長 亀 田 政 徳 選挙管理委員会事務局主査兼選挙係長  松 本 啓 嗣 

公 平 委 員 会 事 務 局 長 藏 本 一 成 農業委員会事務局長 幡 生 隆太郎 

 

【事務局出席者】 
 

局 長 中 村   聡 議会事務局次長 清 水   保 

議会事務局主査兼庶務調査係長 島 津 克 則   

 

【審査事項】 

１ 議案第６９号 平成２９年度山陽小野田市一般会計補正予算（第３回）

について 

２ 議案第５５号 平成２８年度山陽小野田市一般会計歳入歳出決算認定に

ついて 
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午前９時 開会 

 

小野泰委員長 ただいまから一般会計予算決算常任委員会を開きます。まず議

案第６９号平成２９年度山陽小野田市一般会計補正予算（第３回）につ

いて審査を行います。執行部から総括説明と歳入に関する説明を求めま

す。 

 

篠原財政課長 平成２９年度山陽小野田市一般会計補正予算(第３回)について、

まず財政課から総括的な説明をします。今回の補正の主なものは、新規

就業者受入体制整備事業補助金や産地競争力強化対策事業補助金、学校

給食共同調理場建設事業などのほか、市税や普通交付税など取り急ぎ措

置すべき案件の補正です。では、補正予算の１ページ、今回の補正は、

歳入歳出それぞれ２８３万６,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３５１億９，６３１万５,０００円とするものです。次

に２ページでは、第１表歳入歳出予算補正の歳入として、１款市税、９

款地方特例交付金、１０款地方交付税、１４款国庫支出金、１５款県支

出金、１８款繰入金、２１款市債において補正額を計上しています。次

に３ページ、歳出として、６款農林水産業費、１０款教育費において、

補正額を計上しています。次に４ページ、第２表地方債補正として、給

食施設整備事業債の限度額を変更しています。以上、総括的な内容につ

いて説明しました。続いて、５ページからの事項別明細書において、ま

ず歳入の一般財源のうち、市税については税務課から、地方特例交付金

及び地方交付税、繰入金、市債のうち臨時財政対策債については財政課

から説明します。その他の歳入については、歳出の説明に併せて担当課

が説明します。 

 

藤山税務課長 それでは、税務課から市税関係について説明します。まず、１

款市税２項固定資産税１目固定資産税について、６,０００万円増額補正

し、補正後の予算額を４９億１,３２４万１,０００円とするものです。

内訳は１節現年課税分で、家屋が２,４００万円、償却資産が３,６００

万円となっています。家屋の増額補正の主な要因は、新築･増築が堅調に

推移していたため、当初予算では、前年度予算に比較して２.４％程度の

増額を見込んでいましたが、新築・増築が好調であり、新築・増築件数

が当初予算編成時に比べて１３８件増の３６３件となったことなどから、

当初予算から１.４％程度の増額となる見通しとなったので、２,４００

万円の増額補正を行うものです。次に償却資産の増額補正の主な要因で

すが、設備投資に関して当初予算編成時前に市内の主要事業所に対し聞
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き取り調査を行ったところ、景気の回復に伴い新規の設備投資を行う事

業所が多かったことから、当初予算では、前年度予算に比較して７.５％

程度の増額を見込んでいましたが、当初予算から１.８％程度の増額とな

る見通しとなりましたので、３,６００万円の増額補正を行うものです。

この償却資産の増額補正の主な要因としては、総務大臣配分、県知事配

分があります。総務大臣配分、県知事配分とは、汽力発電設備や鉄道施

設、送電線や通信ケーブルなどについて、複数の都道府県にまたがる場

合は総務大臣が、複数の市町村にまたがる場合は都道府県知事が、それ

ぞれ関係する市町村に償却資産を配分することをいいますが、これらの

配分が当初の見込みを上回ったことにより増額補正となったものです。

次に１款市税６項都市計画税１目都市計画税について、４００万円増額

補正し、補正後の予算額を５億４,７８６万円とするものです。内訳は、

１節現年課税分で、家屋が４００万円となっています。都市計画税の増

額補正の主な要因は、固定資産税の家屋と同様、前年度予算と比較して

２.０％程度の増額を見込んでいましたが、当初予算から１.３％程度の

増額となる見通しとなりましたので、４００万円の増額補正を行うもの

です。 

 

篠原財政課長 ９款１項 1 目１節の地方特例交付金については、個人住民税に

おける住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う減収を補塡するための交

付金であり、平成２９年７月２５日付で交付の決定があったことから、

交付決定額３,９５６万３,０００円から、当初予算額３,０００万円を差

し引いた９５６万３,０００円を増額計上しています。次に１０款１項１

目１節の地方交付税について、当初予算では、普通交付税として５３億

１,０００万円を計上しています。今年度の普通交付税の算定を終え、基

準財政需要額については対前年度０ .４％減の１３７億２ ,６４１万

１,０００円に対し、基準財政収入額については、対前年度１.０％減の

８２億６９０万９,０００円となりました。また、本年度が合併算定替の

縮減３年目であることから、これを加えた交付決定額は５３億５,９９１

万８,０００円となりました。このたびの補正においては、この交付決定

額から当初予算額の５３億１ ,０００万円を差し引いた４ ,９９１万

８,０００円を増額計上しています。また、関連して、臨時財政対策債に

ついて説明します。９ページ、１０ページ、２１款１項６目１節の臨時

財政対策債については、算定の結果、臨時財政対策債に振り替える額が

１３億３,８７５万８,０００円となったので、予算額１４億９,０００万

円に対し、１億５,１２４万２,０００円を減額計上しています。普通交

付税の原資不足分に対し、これを補うために振り替えて発行することが
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できる地方債が臨時財政対策債であり、普通交付税では、４,９９１万

８,０００円の増額補正としていますが、この臨時財政対策債においては

１億５,１２４万２,０００円の減額補正としていますので、これらを併

せた補正額は１億１３２万４,０００円の減額となっています。主な要因

としては、基準財政需要額については、大学経費に係る算定において、

当初予算で１,００８人と見込んでいた大学学生数が、算定では９７１人

となったことなどにより減額となったこと。また、基準財政収入額につ

いては、市町村民税法人税割や固定資産税における税収入額が増額とな

ったことです。続いて、９ページ、１０ページ、１８款１項１目１節の

財政調整基金繰入金２,７８３万３,０００円については、今回補正に係

る財源調整により計上しています。これにより、財政調整基金の予算上

の残高は２８億４,１６２万２,０００円となります。以上、歳入の一般

財源について説明しました。 

 

小野泰委員長 それでは執行部より説明が終わりましたので、歳入についての

質疑をお願いします。 

 

下瀬俊夫委員 市債の件は理科大の学生数の減少ですか、もう一度詳しく。 

 

篠原財政課長 普通交付税の算定において予算を計上する際に山口東京理科大

学の学生数を見込むわけですが、当初予算においては１,００８人で計上

していました。実際５月１日現在の学生数の数字を用いるわけですが、

実際の５月１日時点では９７１人ということでしたので、算定の上では

３７人の減となっています。 

 

下瀬俊夫委員 定数枠一杯プラスアルファで見ていましたよね。 

 

古川副市長 定数の１.１５倍ぐらいまでは許容範囲ですので、当初予算のとき、

１０月、１１月ですけど、そのときには１.１５倍ぐらいで算定していま

したが、今年度来年の４月薬学部設置に向けて申請するということで、

文科省から限りなく定員に近い数字にするようにという通知があり、新

年度１年生が二百数名、本来１.５ですから２３０名ぐらいを予定してい

たんですが、それが二百数名ということになりましたので、この差が出

て交付税にも影響したということです。 

 

松尾数則副委員長 臨時財政対策債の件ですが、期限が１６年ぐらいまでじゃ

なかったなと思ったんですが、まだこれは継続して大丈夫ですね。 
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篠原財政課長 これは地方財政の考え方の中で国が本来であれば交付税によっ

て措置すべきものを国の財源不足ということで、振り替えて臨時財政対

策債を発行することができるということで地方に地方債の発行の枠を与

えているということです。基本的に時限立法で、延長、延長でずっと来

ています。本来であればそれが解消されて、国から地方交付税という形

で地方に交付されるべき財源ですけど、国も財源が不足しているという

ことでの振替財源として臨時財政対策債という形での発行を認められて

いるので、２９年度も可能です。 

 

笹木慶之委員 二つほどお尋ねしますが、固定資産税で家屋、新築、増築の件

数が増えていますね。小学校区別でいいですが、どの辺りが増えたか分

かりますか。それからもう１点は総務大臣配分、県知事配分ということ

で配分の内容を具体的に、どういうことで増えたのかを教えてください。 

 

伊與木税務課課長補佐 １点目の小学校区別の新築の住宅件数ですが、専用住

宅、併用住宅に限って申し上げると、大きく軒数が上がっているのが厚

狭小学校区５０軒、須恵小学校区３６軒、高千帆小学校区３６軒、赤崎

２３軒です。 

 

藤山税務課長 総務大臣配分について、１事業所で数千万円ほど増えています。

この内容を申し上げると法人が分かりますので、差し控えさせていただ

ければ。 

 

岩本信子委員 償却資産で会社の分があるんですけど、太陽光発電がすごく増

えているんですよね。これは償却資産の対象になっているんですか。 

 

藤山税務課長 対象になっています。 

 

岩本信子委員 臨時財政対策債が１億５,０００万円減っているわけなんです

けど、地方交付税が４,９００万円増えて、臨時対策債が１億５,０００

万円減ってきた。５,０００万円ぐらい減るんだったら分かるんですけど、

なぜ１億５,０００万円になるのかお聞きしたいんですけど。 

 

篠原財政課長 ２９年度当初予算で、財源不足に対して普通交付税、臨時財政

対策債への予算額の振り分けの見積りを誤っていた、違ってきたという

ことです。総額の財源不足については、当初予算で、普通交付税が５３
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億１,０００万円、臨時財政対策債が１４億９,０００万円ですので、総

額の財源不足としては６８億円ということで見込んでいました。算定の

結果、財源不足が６６億９,９００万円ということで、１億円程度の財源

不足の見込みに誤りがあったということです。それを交付税でもらえる

ものと臨時財政対策債の発行で補うものとの振り分けによって、普通交

付税については４,９００万円増えて、臨時財政対策債は１億５,１００

万円減った補正ということです。 

 

小野泰委員長 ほかに。それでは次に歳出に関する部分のうち産業振興部関係

について説明を求めます。 

 

髙橋産業振興部次長 １１、１２ページ、６款農林水産業費１項農業費３目農

業振興費について、１９節負担金、補助及び交付金において、２４０万

７,０００円を減額しています。内容を説明します。まず、新規就業者受

入体制整備事業補助金５５１万７,０００円を増額しています。これは、

新規就業者を雇用する法人に対して、就業者の受入れに必要な機械、施

設等の整備費用を支援するもので、対象法人は有限会社グリーンハウス

です。グリーンハウスにおいては、今年度、新たにネギの集出荷施設、

選別、調整機械等を整備し、機械化による作業効率の向上や生産拡大に

向けて体制強化を進めています。こうした中、新規就業者の定着を図る

ためパイプハウスやトラクター等を整備することとしており、これに要

する費用の一部を補助するものです。なお、去る８月１７日に開催され

た山陽小野田市地域担い手育成総合支援協議会において、事業主体のグ

リーンハウスが作成した事業実施計画書について審査の結果、承認され

ています。財源は、県が３分の１を負担し、残り３分の２は事業主体の

グリーンハウスが負担します。続いて、産地パワーアップ事業費補助金

を１,５００万円減額し、産地競争力強化対策事業補助金を７０７万

６,０００円増額しています。いずれもＪＡ山口宇部が実施するアスパラ

ガスの栽培用ビニールハウスの整備に係る補助金で、当初、産地パワー

アップ事業によって、有限会社グリーンハウスのネギの集出荷施設等の

整備とＪＡ山口宇部のアスパラガスの栽培用ビニールハウスの整備を予

定していましたが、ＪＡ山口宇部については、国の採択に必要な詳細計

画の策定に至らず、産地パワーアップ事業での整備を断念せざるを得ま

せんでした。しかし、ＪＡ山口宇部では、アスパラガスについて、本年

５月には県の産地認定を受けるなど、ブランド化、高品質化を進めてお

り、さらに生産量の拡大を図るためには栽培用ビニールハウスの整備は

必要不可欠の中、このたび県の産地競争力強化対策事業での採択が可能
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となったことから、これにより整備を行うこととしたものです。よって、

産地パワーアップ事業費補助金を減額し、産地競争力強化対策事業費を

増額しています。なお、整備場所、事業内容は当初の予定どおり、西高

泊地区において、パイプハウス、かん水施設、選別機等を整備すること

としています。財源は、県が３分の１を負担し、残り３分の２は事業主

体のＪＡ山口宇部が負担します。続いて、歳入について、９、１０ペー

ジ、１５款県支出金２項県補助金４目農林水産業費県補助金について、

１節農業費県補助金において、２４０万７,０００円を減額しています。

内容は、新規就業者受入体制整備事業補助金５５１万７,０００円の増額、

産地パワーアップ事業費補助金１,５００万円の減額、産地競争力強化対

策事業補助金７０７万６,０００円の増額です。 

 

小野泰委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いします。 

 

中村博行委員 本会議でも産地パワーアップの説明があったと思うんですが、

当初３,２００万円ぐらいの予算だったと思うんですが、今回１,５００

万円減額。これは国が不採択であったということと県が７００万円ほど

ということですが、その差額は半分ぐらいあると思うんですけど、これ

を設置するに当たり、その差額分はＪＡがみないといけないということ

で理解していいんですか。 

 

髙橋産業振興部次長 国の不採択ではなくて申請までに至らなかった。申請す

る計画書の作成に至らなかったというのが減額の理由になっています。

よって国からの交付金が減額されたとか、そういったものではなく、不

採択ということもありません。なお、事業費の差額については、自己資

金が増えてくるということになっています。 

 

矢田松夫委員 これについては、当初、県とか市とか国のオブザーバーが入っ

たり、生産者とかＪＡが入ったりして、万全の体制で臨んだと思うんで

すよね。それがなぜこういう結果になったのか。 

 

髙橋産業振興部次長 センター会議というものがあり、それには国の機関、県

の機関、ＪＡ、市、生産者の団体で、ほぼ月に１度、会議を開催してい

るわけですが、産地パワーアップ事業については、その要件等として、

方針とすれば低コスト化の取組を強化していく、あるいは効率的な生産

体制を作っていくという、そういった方針がある中で、生産コストにつ

いては１０％の削減であるとか、あるいは販売額、所得額の１０％増額
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を見込むといった、そういった産地パワーアップ事業は、かなりハード

ルが高い採択要件となっていました。協議を進める中で、グリーンハウ

スについてはそういった計画まで作成することができましたが、アスパ

ラについては、そこまで見込めなかったというところがあります。県事

業については受益面積の要件であるとか、高品質化あるいはブランド化

を進めていく推進品目について、こういった位置付けがあれば助成して

いこうという考え方がありますので、県の事業では採択が可能であった

という経緯があります。 

 

岩本信子委員 新規就業者の受入体制、この就業者は何人ぐらい出るんですか。 

 

髙橋産業振興部次長 今回の受入体制整備事業に関しては、１名の新規就業者

に関する予算になっています。１名につき事業費が２,０００万円という

縛りがあり、この整備事業を利用される方は１名ということです。 

 

下瀬俊夫委員 産地指定とかブランド化の問題で、いろんな補助金を使って事

業をやっていく。生産者との関係で不思議に思うんですが、卸売市場を

ほとんど利用しないよね。せっかくＪＡの資本が入っているのに、ブラ

ンド商品とか、せっかくの補助金がもっとそういうふうに誘導できない

ものかと。そういう点では仲買人そのものが魅力を感じなくなってきて

いるわけでしょ、市場そのものに。そこら辺の全体的な行政の役割とい

うのはあるんじゃないかと思うんですが、そこら辺の誘導措置は考えて

いませんか。 

 

髙橋産業振興部次長 言われるとおり市場を経由していない青果物等も多くあ

ります。ＪＡにおいては共販で市の市場に出してもらえるものもありま

すが、そのほかの市場に出されているものもあります。ＪＡの総会、野

菜部会等、生産農家の皆さんが集まる会合においても、市も含めて地方

卸し業者の中央青果が出席しています。ＪＡを通じての話になりますが、

市場のほうにも青果物を卸してもらいたいというお願いもしているとこ

ろです。また、ブランド化、高品質化を目指している青果物もあります

ので、そういったものをいかに市場へ入荷してもらうかは大きな課題で

す。あくまでもＪＡを通じた形にはなっていますが、取扱い増に向けて

の考え方は市場も市も持っていますので、ＪＡとも詳細に協議する中で

市場に卸してもらうというものを高めていきたいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員 市場そのものが行き詰まってきている可能性があると思ってい
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るわけです。そういう点でブランド化したかぼちゃの問題も含めて、そ

ういうものがほとんど通らない。ほとんど業者との取引関係だけで終わ

ってしまっているという状況があって、もっと魅力的な市場にしなけれ

ばいけないと思っているんです。そういう点で、こういう補助金を活用

した誘導措置がもっと取れないかという話をしている。もっと全体的に

市場の活性化について、もっと考えていかなければいけないと思ってい

るんですが、これは直接関係ないけど、こういう補助金も含めた行政の

役割というのは必要かなと思っているんですけどね。 

 

髙橋産業振興部次長 第一次産業全てに対してですけど、担い手の育成確保と

いった大きな問題があります。そういった中で受入体制整備事業という

のもその担い手を確保する取組であると。また生産者の支援であるとか、

あるいは生産の拡大であるとか高品質化である、ブランド化であるとい

ったそういった農業経営の安定化に向けた取組でもありますので、そう

いったものを支援する中で、生産者、産地との結び付き、そういったも

のを市場としても強化していく必要があると。そういった農業生産者等

の支援の取組を含めた中で市場との産地のつながりを強化していくとい

う、そういったものは行政の役割と考えていますので、十分に考えてい

きたいと思っています。 

 

松尾数則副委員長 下瀬委員や矢田委員からいろいろ話がありましたけど、例

えば産地パワーアップ事業の計画ができなくて手を下ろしたら、今後の

計画に響かないですか。国策でやっているわけですよね。手を下ろして

今後の山陽小野田市の農政についていろいろ障害が起きてくるのではな

いかと心配しているんですけど。 

 

髙橋産業振興部次長 こちらの産地パワーアップ事業についてはＴＰＰ関連で

大型補正が付いたものです。こちらについては取り下げたという経緯は

ありません。申請をしなかったという経緯がありますので、特にこの事

業に乗らなかったことによる弊害はない。あくまでも国へ申請をしたの

はグリーンハウスの集出荷施設だけであったということで、宇部地域に

おける地域協議会等でそういった計画を策定するわけですが、計画策定

の中でこのたび減額をしたものについては国へ申請するまでの作成に至

っていませんので、国に対する弊害というものはないと考えています。 

 

松尾数則副委員長 矢田委員や下瀬委員が言われたように市の行政がこれに関

わっていく。国策で金は県から下ります。市は一銭も出しません、ただ
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経由するだけですよという流れの中で、本当にこれからの農政に役立っ

ていくのか、農政をどうしようと思っているのか見えてこないんですよ

ね。今回だったら、できませんでしたから手を下ろしますので、予算を

減らしましょうという話ね。いろいろ補助金があるのなら、本当に使え

るように市も働き掛けていく体制は必要じゃないかと思うんですが、い

かがですか。 

 

髙橋産業振興部次長 今回の補正については国策のほうの事業はやむを得ず断

念したところですが、その振替として県事業のほうで整備していくとい

うこと。当然先ほど申した担い手の育成確保であったり、生産の拡大で

あったり、施設整備が必要であろうと。そうした中でこのたびは県事業

による産地の競争力強化対策事業、そちらのほうで振り替えて整備を行

おうとしたものです。ただ、その中で財源の内訳としては国や県の補助

金で、残りは自己資金ということになっていますが、そういった意味で

市の財政的な支援とはなっていませんが、こういった事業メニューにつ

いては、引き続き農業全般において可能な補助事業については対応して

いきたいと思っています。 

 

松尾数則副委員長 言われることは分かりますが、市がこの農業にどのように

関わっていくのかが今一つ見えてこないんです。考え方が分からない。

例えば言われたように国の施策があり、県の予算が下りればやりましょ

うと。それではこの山陽小野田市の農業は良くならないと思うんですが、

頑張ってくださいということで要望としておきます。 

 

岩本信子委員 先ほどからお聞きして、計画ができなくて申請しなかったと。

このＪＡ山口宇部のアスパラガスは「きのう今日あすパラ」というネー

ミングで３０年前から出ているんですよ。それで私も３０年前に小野田

で今からアスパラガスを作るんだと思った。それで今になっているんで

すよね、このたび計画ができなくて申請できなかったというのは、やは

り生産者の方々の姿勢の問題じゃないかと思うんですよ。本当に意気込

みがあってやっているのかということがすごく心配になってきました。

補助金があるからこの事業をするんだっていう考え方では違うと思いま

す。その生産者が意気込みを持って、これをやってブランド化するとい

うところが必要じゃないかと思うんですよ。それに補助金に対する検証、

その辺はどうされるのか。例えばそれがきちんと目的に合った事業にな

っているのかというその辺の見方をどうされているのかお聞きしたいん

ですけど。 
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髙橋産業振興部次長 アスパラについては決して生産者の方が頑張っていない

ことはありません。昨年でしたか、指導農家の支援ということで、アス

パラを作られている方が若い新規就農者を受け入れて研修をされました。

その新規就農者においてはこの４月から経営開始され、アスパラを作ら

れています。ただこういったアスパラガスについても露地ものではなく、

やはりハウス栽培というものが重要になってきます。計画ができなかっ

たという言い方もしましたけど、かなり産地パワーアップ事業の採択要

件のハードルが高かったという面は否めないと思うんです。決して生産

農家の方々が頑張っていないわけではありません。山陽小野田市におい

ても５名の個人と１法人がアスパラガスを作っていますし、面積的には

１０６アールです。農協等が作っています地域農業推進協議会がありま

すけど、そういった中でもアスパラガスは推進品目にしていますし、目

標面積を１０８アールを目標にしているところですが、ここ数年、その

耕作面積も増えていないという実情がありますので、そういった中でこ

のアスパラガスを更に高めていこう、生産拡大を図っていこうという取

組の中での位置付けがあります。 

 

岩本信子委員 生産者の方が一生懸命頑張っているのなら、市として申請する

ように指導すべきじゃないですか。それだけ生産者が頑張っているんだ

ったら、こうじゃないですかそうじゃないですかって指導していかなけ

ればいけないんですけれど、農林としての体制はどうなっていますか。 

 

髙橋産業振興部次長 センター会議等で、国、県、市、ＪＡの関係者での協議

の中で断念したものであると思っています。その中で市が進めていこう

というところまでは至らなかったことは事実です。 

 

矢田松夫委員 結論として産地パワーアップが今回補正を組んで生産事業者に

補助金を出すということが結果として目標を立てた生産拡大につながれ

ばいいんですが、確信できるんですか。 

 

髙橋産業振興部次長 今回３０アールの面積を拡大されて生産拡大を図るとい

うことが決まっていますので、そちらに向けて取り組んでいかれるとい

うことです。 

 

小野泰委員長 よろしいですか。以上で質疑を打ち切り次の審査に移ります。 
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（執行部入替え） 

 

小野泰委員長 それでは教育委員会関係分について審査を行いますので、執行

部の説明をお願いします。 

 

井上学校教育課技監 まず、歳出から説明します。１１、１２ページ、１０款

６項３目１３節委託料、監理委託料を１５５万６,０００円増額し、１５

節工事請負費を３６８万７,０００円増額し、３目の補正後の額を１５億

８,４３２万８,０００円とするものです。増額理由は、現在、学校給食

センター建設工事に並行して、今年度と来年度の夏休みに予定していた

小・中学校の給食室を配膳室に改修する工事について、設計単価の見直

しを行ったところ、工事請負費と工事監理委託料に予算不足が生じたた

め今年度予定していた１５か所の給食室のうちの２か所の給食室につい

て、入札実施を見送っています。この２か所の給食室は、今年度中に第

１期工事を完成しなければ来年度予定の第２期工事に影響が出ることか

ら、不足分を増額補正するものです。なお、工事は騒音等を考慮して、

冬休みとその前後の期間を考えています。続いて、歳入について、７ペ

ージ、８ページ、１４款２項５目４節保健体育費国庫補助金、学校施設

環境改善交付金４５７万１,０００円の増額は、学校給食センター本体の

平成２９年度分の補助建築単価が１㎡当たり７,４００円引き上げられ、

６月１日に交付決定を受けたことによるものです。次に９ページ、２１

款１項５目４節保健体育債、給食施設整備事業債６０万円の増額は、国

の交付金の増額と歳出の増額に伴い、学校教育施設整備事業債を４１０

万円増額する一方、合併特例債を３５０万円減額し、差引き６０万円増

額するものです。 

 

小野泰委員長 執行部の説明が終わりましたので、質疑をお願いします。 

 

下瀬俊夫委員 今の説明で１５か所のうち２か所は取りあえずやらなかったわ

けですね。その理由は何かということと、その２か所はどこなのかを。 

 

井上学校教育課技監 平成２７年度に実施設計をして、工事費をはじいたとこ

ろですけれども、今年度新年度単価でもう一度積算をし直し、二次製品

等についても見積りを取り直して、きちんと発注のための積算をし直し

たところ予算不足が生じたということで、１５校中１３校については三

つの工区に分けて発注したところですけれども、残りの二校区、具体的

には厚陽小中学校と津布田小学校の給食室を配膳室に改修する工事につ
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いて発注できずにいます。また、工事監理についても当初は市内１５か

所を１本で工事監理の業務委託を出そうと思っていましたけれども、工

事自体が入札不調等により、まとめて発注できませんでしたので、最初

に出したＡ工区、有帆小学校、高泊小学校、高千帆中学校については７

月１１日に入札が成立したので、その後すぐに工事監理を発注したんで

すが、それと残りの工区についても入札が成立次第工事監理に出したん

ですけれども、一括で出すよりも割増しになったというところで、予算

不足になったところです。 

 

下瀬俊夫委員 今回の国庫支出金、国庫補助ですが、これは単価の積算で追加

があっただけですよね。２か所の予算不足はこの分だけで対応できるん

ですか。 

 

井上学校教育課技監 財源の内訳ですけど、学校給食室を配膳室に改造する工

事について当初予算では工事費として３,１０８万９,９６０円を計上し

ていました。現在契約済みのものは２,７７８万８,４００円です。そし

て残額が３３０万１,５６０円ですけども、残りの二つの学校を発注する

ためには６９８万７，６００円必要で、差額として３６８万６,０４０円

ほど今回補正するものです。工事監理のほうですが、工事監理業務委託

については予算が５２５万８,０００円でした。工事監理については二つ

工事監理を発注して１５５万５,２００円予算不足になっていますので、

それをこのたび増額補正するものです。 

 

岡山明委員 ３日前に総務委員会があったんですけど、委員会で厚陽、津布田

の給食室を配膳室に変える予算が足らないという話が一切出なかった。

先日の総務委員会で話を出されていいんじゃないかと思うんですけど、

その辺いかがですか。 

 

井上学校教育課技監 火曜日、総務文教常任委員会で説明したのは議会の議決

に付すべき契約の締結に関するもので、これは議会の議決を付すべき議

案ではないので出しませんでした。 

 

岩本信子委員 監理委託料について、配膳室はたくさんありますが、一括して

監理委託料は出されていないんですか。学校によって工事の内容が違っ

てくるんじゃないかと思うんですよ。まずそこをお伺いします。 

 

井上学校教育課技監 現在、工事監理発注をしているのは、有帆小学校、高千
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帆小学校、高千帆中学校の３校の工事を先に出したので、この３校の工

事に係る工事監理を３校まとめて出しています。それから、２本目につ

いては小野田小、赤崎小、本山小、小野田中、竜王中学校、これと厚狭

小、出合小、埴生小、厚狭中、埴生中については工事は２本ですけれど

も、同じ日に契約できたということで１０校まとめて工事監理を発注し

ています。 

 

下瀬俊夫委員 結局、国庫補助金４５７万１,０００円が入ってきた。これは単

価等の変更があって入ってきた。これを丸々使って今の２校ができると

いうことですね。 

 

井上学校教育課技監 それぞれの財源についてもう一度説明します。まず配膳

室の改修、工事請負費と工事監理については合わせて５２４万３,０００

円の増額を要求していますけど、財源は合併特例債９５％充当で５１０

万円、残り１４万３,０００円を一般財源としています。続いて本体の建

屋工事に関係するものについては当然歳出の増額はありませんが、歳入

で４５７万１,０００円、国庫補助金が増えていますけど、これは補助対

象額としては９０５万円あり、この２分の１プラス事務費相当分４５７

万１,０００円が補助金の増額分になります。そして本来９０５万円の財

源の予定だったのが、９５％の合併特例債８６０万円と一般財源７万

２,０００円でしたが、このたび国庫補助金が４５７万１,０００円増え、

合併特例債を８６０万円減額し、代わりに補助裏で学校教育施設整備事

業債、特別の起債ですけれども、これを４１０万円充当して残り７万

２,０００円を一般財源にしたところで、合わせて歳入に関しては、国庫

補助金が４５７万１,０００円増額、合併特例債は５１０万円から８６０

万円を引いた３５０万円の減額で、学校教育施設整備事業債補助分が

４１０万円の増額で、この３５０万円から４１０万円を引いた６０万円

が市債の増額分になります。 

 

小野泰委員長 今の件は分かりやすい資料をもらえますか。それまで暫時休憩

します。 

 

午前１０時４分休憩 

 

 

午前１０時１２分再開 
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小野泰委員長 それでは休憩前に引き続き、委員会を再開します。資料の説明

をお願いします。 

 

井上学校教育課技監 お金の単位は千円単位です。それから、工事監理委託の

ところの内容等について受配校分と書いていますが、１５校分の間違え

です。続いて工事請負費ですが、１５校（屋根・搬入口、床等）とあり

ますが、その下に埴生小が別立てであります。これは埴生小が起債対象

外になっていますので、１５から１校引く、ここは１４校が正しい数字

です。それでは説明します。まず、配膳室の第１期改修工事についてで

すが、当初、工事監理委託として５２５万８,０００円を計上していまし

た。この財源は４９０万円の合併特例債と３５万８,０００円の一般財源

です。工事請負費については、起債対象となっている１４校の工事請負

費が２,９４１万２,０００円、それから起債対象となっていない埴生小

学校が１６７万８,０００円で、合わせて３,６３４万８,０００円でした。

埴生小学校を起債対象外にしているのは、移転、解体がもう決まってい

ますので、起債対象外としています。当面今の給食室を使わなければな

りませんので、改修は必要ですが、それが使える期間が短いということ

で起債対象外としています。１４校については、合併特例債２,７９０万

円、一般財源１５１万２,０００円、埴生小については１６７万８，０００

円全額を一般財源として、合併特例債が合計で３,２８０万円、一般財源

が３５４万８,０００円です。続いて、補正後の額ですが、工事監理につ

いては６８１万４,０００円、差引き１５５万６,０００円の増額となっ

ています。財源の内訳は合併特例債が４９０万円のところが６４０万円

ということで１５０万円の増、それから一般財源が３５万８,０００円か

ら４１万４,０００円ということで５万６,０００円の増です。工事請負

費については、起債対象となっている１４校分が補正後が３,３２２万

８,０００円ということで当初と比べて３８１万６,０００円増額という

ことです。財源の内訳として、合併特例債を補正後に３,１５０万円とし

ていますので、差引き３６０万円の増額です。それから一般財源につい

ては１７２万８,０００円の増額で差引き２１万６,０００円増額するも

のです。埴生小学校については補正後の額が１５４万９,０００円で１２

万９,０００円減額します。一般財源が１２万９,０００円減ということ

で、全体として５２４万３,０００円の増額で、財源としては合併特例債

が５１０万円の増額、一般財源が１４万３，０００円の増額ということ

です。続いて、本体建屋建設工事について説明します。これは工事監理

業務、建設事業費、調理設備が補助対象と補助対象外となっており、

対象分が３億７,９９８万５,０００円、対象外が１０億１,１８０万
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４,０００円で、合わせて１３億９,１７８万９,０００円です。財源とし

ては、国庫補助金が１億９,１８９万１,０００円、合併特例債が９億

６,１２０万円、学教債の補助分が１億６,９２０万円、一般財源が合わ

せて６,９４９万８,０００円ということで当初予算に計上していました

が、このたびの国の補助金の増に伴い、補助対象が３億８,９０３万

５,０００円ということで、補助対象が増額となり、補助対象外が１億

２７４万５,０００円で、９０５万円減としています。合計額の１３億

９,１７８万９,０００円は変わりません。財源としては、国庫補助金が

４５０万７,１００円増えて、補正後に１億９,６４６万２,０００円とな

りました。その分合併特例債を９億５,２６０万円で８６０万円減額をし

ています。学教債については、補助が増えたということで４１０万円増

やして１億７，３３０万円としています。一般財源については合わせて

６,９４２万７,０００円となり、トータルで７万１,０００円の減額とな

っています。この二つを合計した歳出の増額は５２４万３,０００円で、

財源として国庫補助金が４５７万１,０００円増え、合併特例債が３５０

万減額し、学教債が４１０万増額となりましたので、差引き６０万円増

額の補正をします。 

 

小野泰委員長 それでは、質疑はありませんか。 

 

岩本信子委員 これは第１期改修工事ですが、第２期はあるんですか。 

 

井上学校教育課技監 第２期工事は平成３０年度の夏休みに実施する予定です。 

 

岩本信子委員 それはもう予算取りはされているんですか。 

 

井上学校教育課技監 平成３０年度の予算で計上したいと考えています。 

 

小野泰委員長 ほかにありませんか。それでは質疑を終わります。討論を行い

ます。討論はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは採決を行

います。議案第６９号、平成２９年度山陽小野田市一般会計補正予算第

３回について原案に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

小野泰委員長 全員賛成ですので、議案第６９号は原案どおり可決すべきもの

と決定しました。ここで職員入替えのため３０分まで休憩します。 
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午前１０時２２分休憩 

 

 

午前１０時３２分再開  

 

小野泰委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開します。次に、議

案第５５号平成２８年度山陽小野田市一般会計歳入歳出決算認定につい

て審査します。審査の方法は、昨年同様に審査番号ごとに行い、最初に

執行部からの総括説明を受けますが、その後の審査については、執行部

からの最初の説明は受けずに質疑のみで審査を行います。また、審査対

象事業がある場合は、初めに審査対象事業についての質疑を行い、その

後、それ以外の部分について質疑を行いますので、よろしくお願いしま

す。それでは、執行部からの総括説明を求めます。 

 

篠原財政課長 平成２８年度山陽小野田市一般会計歳入歳出決算認定について、

財政課から総括的な説明をします。歳入歳出決算書の５ページ、歳入歳

出決算総括表として、歳入額については、前年度と比較して、市税や地

方譲与税、地方消費税交付金などの減があるものの、寄附金や繰越金、

諸収入、市債などの増により、４６億６,３４０万３,１３１円増の３１１

億１,９５４万８,１０６円となりました。歳出額については、前年度と

比較して、厚狭地区複合施設建設事業やプレミアム付き商品券発行補助

事業が終了し、また、病院事業会計繰出金や小中学校施設非構造部材耐

震対策事業などの減があるものの、公立大学法人山口東京理科大学運営

費交付金や運営基金積立金、薬学部校舎建設事業が開始したことに加え、

臨時福祉給付金給付事業、新火葬場建設事業、学校給食共同調理場建設

事業などの増により、５０億３ ,２７２万７ ,７６２円増の３０６億

９ ,７６６万６７０円となり、歳入歳出差引額は、４億２ ,１８８万

７,４３６円となりました。このうち、２９年度に繰り越すべき財源

１,３８３万３,０１３円を除いた４億８０５万４,４２３円が残高とな

り、翌年度へ繰り越しています。６ページ、７ページ、歳入として、１

款市税から、１０ページ、１１ページの２１款市債までの予算現額、調

定額、収入済額などについて記載しています。歳入の主な内容ですが、

６ページ、７ページの１款市税については、固定資産税の家屋や償却資

産、新税率の適用となった軽自動車税などの増がありましたが、税率の

引下げによる市民税の法人税割や固定資産税の土地の減により、市税全

体では、前年度と比較して、３億２ ,６２８万５ ,０００円減の９６
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億６,００５万１,０００円となりました。２款の地方譲与税については、

地方揮発油譲与税や自動車重量譲与税の減により、対前年度２,３６８万

円減の１億７,３７２万２,０００円、３款の利子割交付金については、

対前年度８１３万１,０００円減の１,１００万３,０００円、４款の配当

割交付金については、対前年度１,６７３万２,０００円減の２,４７５万

４,０００円、５款の株式等譲渡所得割交付金については、対前年度

２,５７８万２,０００円減の１,４８５万１,０００円となりました。ま

た、６款の地方消費税交付金については、円高の進行により、輸入取引

に課される貨物割が減少したことなどから、対前年度１億１,７１６万

３,０００円減の１０億２,９１８万５,０００円となりました。続いて、

８ページ、９ページの１０款地方交付税のうち普通交付税については、

基準財政需要額の算定において、２７年国勢調査人口に基づく測定単位

の置換えによる減のほか、地域経済・雇用対策経費や包括算定経費など

の減はあったものの、平成２８年４月１日から山陽小野田市立山口東京

理科大学が設置されたことにより、算定経費の「その他の教育費」にお

いて大幅な増となり、基準財政需要額が増となりました。一方、基準財

政収入額においては、市町村民税法人税割や地方消費税交付金などの増

により、基準財政収入額が増となりました。普通交付税の算定の特例、

いわゆる合併算定替の縮減額を差し引き、普通交付税は対前年度９億

９,９０２万６,０００円増の５３億７,８４１万６,０００円となりまし

た。また、特別交付税については、対前年度３,７８９万円減の６億

５,９６２万５,０００円となりました。１２款分担金及び負担金につい

ては、小規模治山事業地元分担金の皆増や土地改良事業地元分担金など

の増がありましたが、保育所運営費負担金などの減により、対前年度

１,１６９万５,０００円減の２億８,５６５万７,０００円となりました。

１３款使用料及び手数料については、火葬場使用料や汚泥処理手数料な

どの増がありましたが、塵芥処理手数料や有帆緑地建設残土処理手数料

などの減により、対前年度２,１７４万３,０００円減の５億５,７３０万

１,０００円となりました。１４款国庫支出金については、地域住民生活

等緊急支援交付金や子育て世帯臨時特例給付金給付事業費の皆減のほか、

生活保護費や社会保障・税番号システム整備費などの減がありましたが、

地域型保育給付費負担金や地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、

参議院議員選挙事務費などの皆増のほか、臨時福祉給付金給付事業費や

学校施設環境改善交付金などの増により、対前年度１億２,８４４万円増

の３６億４,４６６万円となりました。また、１５款県支出金については、

地域型保育給付費負担金や子ども子育て支援整備交付金、小規模治山事

業費の皆増のほか、後期高齢者医療保険基盤安定費や福祉医療助成費な
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どの増がありましたが、県議会議員選挙事務費や国勢調査費などの皆減

のほか、国民健康保険基盤安定負担金や多子世帯保育料等軽減事業費、

石油貯蔵施設立地対策等補助金などの減により、対前年度６７７万

４,０００円減の１６億３,４１０万８,０００円となりました。１６款財

産収入については土地建物貸付収入の減がありましたが、やまぐち産業

振興財団出捐金返還金の皆増などにより、対前年度４,２９２万１,０００

円増の８,９１８万３,０００円となりました。１７款寄附金については、

教育費寄附金や総務費寄附金などの減がありましたが、企業版ふるさと

寄附金の皆増のほか、ふるさと寄附金などの増により、対前年度３,４００

万円増の４,１６８万３,０００円となりました。１８款繰入金について

は、減債基金繰入金のなどの減がありましたが、ふるさと支援基金繰入

金や労働施設積立基金繰入金の皆増のほか、まちづくり魅力基金繰入金

などの増により、対前年度６０７万円増の９,４５１万４,０００円とな

りました。１０ページ、１１ページ、２０款諸収入については、世界ス

カウトジャンボリー地域プログラム開催経費助成金の皆減のほか、福祉

医療助成費高額療養費や療養給付費負担金精算金、生活保護費返還金、

リサイクル事業収益金などの減がありましたが、大学施設整備負担金や

ＪＦＡサッカー施設整備助成金、機械工業振興事業補助金の皆増のほか、

派遣職員給与費負担金や消防団員退職報償金などの増により、対前年度

６億９,０２２万７,０００円増の１３億１,１４６万９,０００円となり

ました。２１款市債については、地域総合整備資金貸付事業債や借換債

の皆減のほか、厚狭地区複合施設整備事業債や一般廃棄物処理施設整備

事業債、中学校施設耐震化事業債などの減がありましたが、大学校舎建

設事業債や子育て総合支援センター整備事業債の皆増のほか、火葬場整

備事業債や給食施設整備事業債、臨時財政対策債などの増により、対前

年度３１億５,７６３万３,０００円増の５５億７,４６３万３,０００円

となりました。次に、１２ページ、１３ページ、歳出として、１款議会

費から、次の１４ページ、１５ページの１３款予備費までの予算現額、

支出済額、不用額などを記載しています。歳出の主な内容について、目

的別に見ますと、１款議会費については、議会公用車購入や議場音響・

映像システム賃借料などによる増がありましたが、議員共済会負担金な

どの減により、対前年度１ ,９６５万７ ,０００円減の２億７３１万

６,０００円となりました。２款総務費については、地域総合整備資金貸

付金や厚狭地区複合施設整備事業費、県議会議員選挙費、国勢調査費の

皆減のほか、番号法制度対応等に係る電算システム改修委託料や市有地

整備工事、財政調整基金積立金、退職手当基金積立金などの減がありま

したが、山口東京理科大学交流職員給与費負担金や自治体情報セキュリ
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ティ強化対策委託料や財務書類作成支援委託料、市民館耐震診断委託料、

スポーツ交流施設整備事業、固定資産総合鑑定評価業務委託料、参議院

議員選挙費に加え、２８年４月から公立化となりました山口東京理科大

学に関連する薬学部校舎建設事業や公立大学法人運営費交付金、公立大

学法人運営基金積立金の皆増のほか、退職手当や固定資産台帳整備支援

委託料、ふるさと支援基金積立金、災害応急工事委託料などの増により、

対前年度４２億９,４１２万５,０００円増の８４億４,６８２万７,０００

円となりました。３款民生費については、社会福祉施設整備借入金償還

補助金や子育て世帯臨時特例給付金費の皆減のほか、国民健康保険特別

会計繰出金や生活保護扶助費などの減がありましたが、厚狭陶好会館整

備事業や地域介護・福祉空間整備交付金事業補助金、子育て総合支援セ

ンター整備事業費、地域型保育事業運営負担金、病児保育施設整備補助

金の皆増のほか、介護保険特別会計繰出金や後期高齢者医療特別会計繰

出金、就労継続支援Ａ型・Ｂ型給付費、放課後等デイサービス給付費、

２７年度分障害者自立支援給付費国・県負担金返還金、長生園組合負担

金、臨時福祉給付金費、制度拡充に伴います子ども医療助成費や乳幼児

医療助成費などの増により、対前年度４億６,７８９万５,０００円増の

１００億６,３２３万３,０００円となりました。４款衛生費については、

環境調査センター分析機器購入費の皆増のほか、水道事業出資金や新火

葬場整備事業費、旧焼却施設煙突解体撤去工事などの増がありましたが、

小野田浄化センター基幹改修事業の皆減のほか、病院事業会計繰出金や

健康診査委託料などの減により、対前年度８,３５５万３,０００円減の

２２億４,５３１万１,０００円となりました。５款労働費については、

雇用能力開発支援センター受電設備・防火水槽整備事業や小野田勤労青

少年ホーム軽運動室外壁改修事業などの増により、対前年度３,１９０万

７,０００円増の８,３１２万円となりました。６款農林水産業費につい

ては、有線放送清算業務負担金などの減がありましたが、高速道路跨道

橋点検調査委託料や土地改良施設維持管理適正化事業、宗末地区小規模

治山事業の皆増のほか、県事業負担金や埴生漁港整備事業などの増によ

り、対前年度１,３１６万１,０００円増の４億４,３５０万円となりまし

た。７款商工費については、産業再配置促進環境整備国庫補助金返還金

や商工センターエレベーター改修工事の皆増がありましたが、プレミア

ム付き商品券発行補助事業の皆減のほか、地方バス路線維持費補助金や

工場設置奨励金などの減により、対前年度９,０１６万３,０００円減の

５億１,７０３万７,０００円となりました。８款土木費については、小

野田駅前地区都市再生整備計画事業や古開作第二団地エレベーター改修

工事の皆増のほか、市道舗装補修工事や東下津地区内水対策事業、下水
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道事業特別会計繰出金などの増がありましたが、市道橋りょう点検業務

委託料や小野田中央公園体育館屋根改修工事、前場川高潮対策工事委託、

高齢者向け優良賃貸住宅整備事業補助金の皆減のほか、道路新設改良工

事などの減により、対前年度２,７１９万３,０００円減の２０億４,５４５

万１,０００円となりました。続いて、１４ページ、１５ページの９款消

防費については、非常備消防費において厚狭分団車庫建設事業や消防団

デジタル無線整備事業の皆減がありましたが、宇部・山陽小野田消防組

合分担金などの増により、対前年度４,７２６万１,０００円増の１０億

４,９３６万１,０００円となりました。１０款教育費については、中学

校屋内運動場非構造部材耐震対策事業などの減がありましたが、小学校

タブレット端末整備事業に伴う機械器具借上料や埴生小・中学校整備事

業に伴う用地取得費、旧厚狭公民館・旧厚狭図書館解体事業、赤崎公民

館エレベーター設置事業、埴生地区複合施設整備事業の皆増のほか、小

学校屋内運動場非構造部材耐震対策事業や学校給食共同調理場建設事業

などの増により、対前年度５億８ ,９０６万５ ,０００円増の２４億

３,４９９万４,０００円となりました。１１款災害復旧費については、

農業施設災害復旧費は減となりましたが、道路橋りょう河川災害復旧費

の増により、対前年度２,４０６万４,０００円増の４,４４４万２,０００

円となりました。１２款公債費については、地方債元金償還金、利子償

還金、一時借入金利子はいずれも減となり、対前年度２億１,４１８万

５,０００円減の３１億１,７０６万９,０００円となりました。次に、歳

出において、性質別に説明します。人件費については、退職手当などの

増がありましたが、共済組合負担金などの減により、対前年度５,０６３

万４,０００円減の３７億４,６４６万１,０００円となりました。扶助費

については、子育て世帯臨時特例給付金の皆減のほか、児童手当や私立

保育所運営費、生活保護費における医療扶助費、生活扶助費などの減が

ありましたが、地域型保育事業運営費負担金の皆増のほか、制度拡充に

伴う子ども医療費や放課後等デイサービス給付費、私立幼稚園運営費負

担金などの増により、対前年度１億２,１９８万２,０００円増の６１億

５,３０９万４,０００円となりました。補助費等については、プレミア

ム付き商品券発行事業補助金の皆減のほか、工場設置奨励金や地方バス

路線維持費補助金、病院事業会計繰出金などの減がありましたが、山口

東京理科大学運営費交付金や産業再配置促進環境整備国庫補助金返還金

の皆増のほか、長生園組合負担金や障害者自立支援給付費国・県返還金、

宇部・山陽小野田消防組合分担金などの増により、対前年度７億６,５６６

万円増の３４億５,３４７万８,０００円となりました。公債費について

は、２７年度の借換債発行に伴う地方債元金の皆減のほか、定時償還に
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係る地方債元金や地方債利子などの減により、対前年度２億１,４１９万

２,０００円減の３１億２,０６８万７,０００円となりました。積立金に

ついては、財政調整基金積立金や退職手当基金積立金の減がありました

が、公立大学法人運営基金積立金の皆増のほか、ふるさと支援基金積立

金などの増により、対前年度７億２,４４２万７,０００円増の１７億

８,１８０万１,０００円となりました。繰出金については、国民健康保

険特別会計繰出金の減がありましたが、介護保険特別会計、下水道事業

特別会計などの増により、対前年度３,６２６万５,０００円増の３６億

８,３７５万６,０００円となりました。投資的経費については、普通建

設事業において、厚狭地区複合施設整備事業などの減がありましたが、

スポーツ交流施設整備事業の皆増のほか、山口東京理科大学薬学部校舎

建設事業や学校給食共同調理場建設事業、新火葬場建設事業などの増に

より、対前年度３６億１,０９９万１,０００円増の５３億４,０５０万

８,０００円となりました。また、災害復旧事業費においては、農林水産

施設の減はありましたが、公共土木施設の増により、対前年度１,８８６

万６,０００円増の４,５０６万５,０００円となりました。次に、一般会

計歳入歳出決算に関する説明書については、歳入は７２ページから、歳

出は１２８ページから掲載しています。また、３０３ページには、実質

収支に関する調書、３０４ページから３１６ページには、財産に関する

調書を掲載しています。最後に財政健全化判断比率等を除いた財政指標

ですが、財政力指数は３か年平均で、対前年度０.０２０ポイント減の

０．６６０、単年度では対前年度０.０５３ポイント減の０.６２２とな

っています。また、経常収支比率については、臨時財政対策債を経常一

般財源とした指数で、対前年度０.８ポイント減の９１.３％となってい

ます。以上、一般会計歳入歳出決算についての総括的な説明をしました。 

 

小野泰委員長  総括説明が終わりました。これについて何か特にありますか。

ないようでしたら個々に入りますが、よろしいですか。それでは、議会

費、ページ１２８から１３１について、質疑があればお願いします。 

 

下瀬俊夫委員  １２９ページ、旅費で６００万円の予算で１８０万円しか使っ

てないんですよね。これは委員会関係の旅費だろうと思うんですが、こ

れだけ議員は勉強してないということでしょうか。 

 

清水議会事務局次長  委員会の視察も結構大きな数字で上げているところです。

予算的には、各委員会が２回、１泊２日の視察に行ける予算取りはして

いるところですが、２８年度の決算では、委員会として民生福祉と産業
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建設が１回ずつ視察に行っています。後段の質問ですけれども、２８年

度は定例会もあり、また、臨時会も毎月あるような状況でしたので、な

かなか議員の皆さんが視察に行って勉強をしていくというような時間的

な余裕もなかったということもあろうかと考えています。 

 

小野泰委員長  ほかにありませんか。次は消防費。２６２ページから２６５ペ

ージ。 

 

下瀬俊夫委員  これは予算のときにも少しお聞きしたわけですが、昨年１０月

に出された連絡文書、この意図を再度お聞きしたいと思います。 

 

西原消防課長  消防組合の事務所内に立ち入る制限を設けたということで、小

野田消防署に限っては、私たちは総務部消防課の職員ですので、山陽小

野田市役所と一緒の環境でいきたいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員  この文書については、業者に向けて出された文書だと私は理解

しているんですが、業者向けに出されて、いわゆる守秘義務があるから、

今後一切立入禁止という対応がされたという連絡文書ですよね。実は、

この文書を広域の議員以外、私たち一般の市会議員に対しても一切出入

り禁止だという対応をされているのはなぜですか。 

 

西原消防課長  あくまでも消防組合のほうで決めたということで、小野田消防

署にあってはその対応でいきたいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員  私が聞いているのは、取引関係の業者に向けて出された連絡文

書を市会議員にまで見せて同じような扱いをするんだという対応につい

て、これはいかがかっていう話をしたわけです。市会議員については、

カウンターの窓口越しで対応してくれと、一切中に入ってはいけません、

こういう話ですよね。ところが、広域の消防組合議会議員に対しては、

自由に入れて、コーヒーまで出されるという、こんな差別的な対応をな

ぜされるのかということを聞いているわけです。 

 

西原消防課長  消防組合としても、差別的な対応はしてないと思っているんで

すけど、そのような意見を丁重に受け止めて、今後対応していきたいと

思っています。 

 

下瀬俊夫委員  一般の取引業者と同じような扱いを、こういう予算審査を扱う
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議員に対してされるのは、大変失礼なことと考えています。そういう点

では、言われるようにもっと柔軟な対応が要るんじゃないかと思います

ので、これについては要請しておきたいと思います。 

 

矢田松夫委員  先日の消防年間を見ると、報酬とか費用弁償、宇部・山陽小野

田消防組合ができたにもかかわらず、宇部と山陽小野田の違いがはっき

り出ているというのがあったんです。大体１,５００円ぐらい差があるん

です。そういった格差の是正はどうされるのか、そういう差がなぜでき

るのか。 

 

西原消防課長  年報酬等については条例で定められています。消防課、事務局

としても、同率の金額に持っていけるように対応はしたいと思っていま

す。 

 

矢田松夫委員  「対応を今までしてこなかった。次年度は対応していく」とい

う結論でいいんですか。 

 

松岡消防課消防団係長  年報酬が約１,５００円、宇部市側に比べて低いという

ことだと思いますが、出動手当、警戒出動、その他、うちのほうが高い

部分があり、トータルすると、うちのほうがちょっといいかなと。年報

酬だけで考えるとそうですけど、出動手当との絡みを考えたら、うちの

ほうがちょっとよろしいかなと思います。バランスを取りながら、金額

を定めていきたいと考えています。 

 

矢田松夫委員  同じ仕事をして、所属が宇部市と山陽小野田市という違いだけ

で、何で違うかがよく分からないんですが、違いがあるんですか。 

 

西原消防課長  分団は、分団長、以下副分団長、部長、班長、団員という構成

にしています。役割はほぼ同じということで、年報酬に関しても対応は

考えているところです。 

 

下瀬俊夫委員  私は、やっぱり市民に信頼され、愛される消防であってほしい

と思うんです。先ほどのような対応をされると、それ以降消防署には近

づいていません。そういう対応をされるのであれば、我々もそういう対

応せざるを得ないということですよね。そういう点で、ぜひ率直な意見

交換をしながら、改善できることは改善してもらいたいと思うわけです

が、以前も質問したんですが、救急搬送で、いまだに搬送拒否をしてい
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る医療機関があるということで、実はそういう情報はなかなか集約でき

なかったと言われていました。これは、改善されたと聞いているんです

が、きちんと答えられますか。 

 

西原消防課長  小野田消防署長としてお答えします。救急関係は、警防課が取

りまとめて医療機関と折衝等しており、救急体制についての確実な答弁

はできませんが、着実に進捗しているという報告はできると思います。 

 

下瀬俊夫委員  私が言っているのは、広域化以後、搬送拒否にあった医療機関

等の名前とか、あるいは拒否の回数とかがコンピューターに入力できな

いという状況があったということで、これは改善されたのかということ

を聞いたわけですが、改善されたんでしょうか。 

 

西原消防課長  そのシステムが変更されたかどうかは定かではありません。 

 

岩本信子委員  消防団員の充足率がどのぐらいですか。いつも不足していると

よく言われるんですけれど、いかがでしょうか。 

 

松岡消防課消防団係長  定員が今４８５名で、８月１日現在で４２０名団員が

います。単純に６５名の減ということになります。 

 

岩本信子委員  ずっと充足はしてないんですけれど、これに対して何か対策を

採られていますか。 

 

松岡消防課消防団係長  このたびの議会で条例を改正して、今まで市内に通勤

若しくは居住する者から通学する、大学若しくは専門学校、学生まで一

応入団要件を広げて、この６５名を何とか満たそうと思って、今大学側

と折衝中で、例えば、何か大学側の催し物等、現在市内での催し物でも

やっているんですけど、そこに消防団入団勧誘のブース等を設けて、団

本部、女性消防団員、事務局等が出向いて、学生に直接説明して、入団

を打診する、そういうことも考えています。 

 

岩本信子委員  若い人が入ってくるというのはとてもいいことだと思うんです

けれど、例えば、会社なんかにも働き掛けていかなくてはいけないんで

はないかと思うんですが、その点はされているでしょうか。 

 

松岡消防課消防団係長  現在、市内１１事業所を消防団員協力事業所として認



 

27 

 

定しており、それをネット等で公表しています。そういう関連会社等も

含めて、若い方とかやる気のある方を消防団員に勧誘してもらいたいと

いう形で市内の事業所には働き掛けています。 

 

矢田松夫委員  急病による出動が１,５００ぐらいあると聞いたんですが、その

うち老健施設からの依頼は何件ぐらいあるんですか。それと、市民には

救急車をタクシー代わりに使うなとよく言われるんですが、老健施設に

ついては、夜そういった雇用もしてないので、救急車を呼び出すという

ことがあるんですが、民間救急車というのがありますので、できれば、

そちらのほうに老健施設から対応されるというのも指導されてはどうか

と思うんですが。 

 

西原消防課長  老健施設の救急依頼についての調整等、依頼関係については、

今後警防課で調整等をして回答したいと思います。 

 

小野泰委員長  ほかにありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）消防費を終わり、

次、審査対象事業５番、２２ページ。 

 

下瀬俊夫委員  ２８年度一気に５倍化しましたよね。これは返礼品の関係もあ

るんだろうと思うんですが、この傾向は今後も続くんでしょうか。 

 

河口企画課長  この傾向については、返礼品も２８年度から始めて、２９年度、

２年目になりますが、返礼品の数も増えてきています。これにより、ア

ンケートでも返礼品に興味があったということもありますので、今後も

若干ではありましょうが、増えるのではないかと見込んでいます。 

 

下瀬俊夫委員  それで、当初予算の目標からすれば、寄附人数そのものはそん

なに変わってないんですが、寄附の金額が相当アップしていますよね。

発注件数が寄附者の数と思っていいんですか。 

 

河口企画課長  発注件数イコール寄附者の件数ではありません。中には多くさ

れて、それをＡ、Ｂ、Ｃに分けて発注されるという方もいます。 

 

中村博行委員  課題のところで、国からの指導が過ぎた返礼品というのがあり

ますけども、本市の場合はその影響はありませんか。 

 

河口企画課長  平成２９年４月１日で総務大臣から、絶対というものではあり
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ませんが、返礼品については、その寄附金の３割程度ということです。

山陽小野田市については、３割程度で当初から考えていましたので、そ

こは変更ありません。それと市内の方が寄附される場合もあるんです。

これは、税法上は問題ないんですけども、本来の趣旨としてどうかとい

うことはありますが、これも絶対とは言われていませんが、返礼品の送

付をしないようにということもありますので、そこは８月１日から対応

しているところです。 

 

河野朋子委員 返礼品に関して業者が選定したわけですよね。２８年度の予算

が確定した後に業者公募をして選定したと思うんですけど、何業者の応

募があって、どう選定したかを確認したいんですけど。 

 

河口企画課長  業者については、１７事業所５１品目ほど提出があります。こ

れは公募という形で出して、審査委員会を作っていますので、そこで内

容を審査した上で、全てこれでいきたいということになりましたので、

これを実施しているところです。 

 

河野朋子委員  コースごとにホームページにも出ていますし、国のほうにも出

ていますよね。見た感じ、ガラスがすごく多いなと思ったんですけど、

品目の選定とかはどのようにやっているのか聞きたいんですけど。 

 

河口企画課長  品目については、ガラスが特に多い、また新たに２９年度から

も少し増えて多くなっているところです。市としても、地域の貢献、地

元産業の振興ということも含めて、その辺は制限を設けているところで

はありませんので、審査会でオッケーが出たもので進めているところで

す。 

 

河野朋子委員  新たに参入とかはできるんですか。 

 

河口企画課長  毎年１回、１月、２月に公募を掛ける中で、希望のある事業所

については、年度途中でやることは考えていませんが、年度ごとに増や

していくという、希望があればということでしています。 

 

河野朋子委員  ふるさと納税の目的が、地元のそういった物の良さを分かって

もらうということと、ふるさとに対しての支援を得たいという目的から

しますと、２８年度かなり増えましたよね、返礼品を設定したことによ

って。結局、トータルでどうなのか、プラスマイナス、山陽小野田市と
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してはどうなのかがすごく気になるので、その辺りはどのように分析し

ていますか。 

 

河口企画課長  ２２ページ、２３ページにあるように、寄附金額が２８年につ

いては２,２５５万７,０００円、返礼品の関係経費が６５８万２,９４３

円と記載しています。差引き１,５９７万４,０５７円のプラスとなりま

す。市内の方が他市にふるさと納税をされる、その金額が４,６６０万

３,５４７円です。このうちの７５％は交付税措置されるということにな

りますので、２５％ほどは戻ってこないということになります。１,５９７

万４,０５７円と経費等を引いて、４３２万３,１７１円ということで、

一応黒と考えているところです。 

 

川地総合政策部長  市外から入ってきたのが２８年度は２,２５５万７,０００

円です。これは、２７年度、４７０万１,０００円だったのが増えた。人

数も２７年度９２人だったのが５６４人まで増えています。それに対し

て、市内の方が市外に寄附したのが４,６６０万３,０００円、人数的に

は５３４人ということで、これは拮抗しています。先ほど説明したよう

に、市外に出す分については、普通交付税措置で７５％分ほど見てもら

えますので、１,１６５万円分ぐらいのマイナスになるということです。

返礼品を一緒に入れて計算してしまいましたので、それは置いて、引く

と１,１００万円ぐらいの収入増となっています。それに対して、産業振

興として、返礼品を出しますし、それ以外にも、いろんな経費に充当さ

せていくということで、これは効果があると踏んでいるという状況です。 

 

下瀬俊夫委員  そういうふうに言われると、何か執行部が物すごく自分たちが

努力してやったって言われますが、これは議会の提案を受けたんじゃな

いですか。そういうことでしょう。だから、それをやっぱり言わなきゃ。 

 

川地総合政策部長  下瀬委員の言われるとおりで、執行部と議会と一緒になっ

た施策であると認識しています。 

 

下瀬俊夫委員  課題のところで、今後も返礼品の品ぞろえを充実させて増やせ

って書いていますよね。何かそういう予定はあるんですか。 

 

河口企画課長  これをという予定はありませんが、年に１回公募をしますので、

市内で作られるもの等々を世間に広めていきたいということがあります

ので、公募をしていくということになります。 
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小野泰委員長  よろしいですか。それでは、審査対象事業９番、３０ページ、

婚活支援事業について。 

 

下瀬俊夫委員  参加者は増えたんですか。ゴールインしたという話は全く書い

てないんですが、相思相愛カップルは何組か生まれたとは書いてありま

すけど、ゴールインしたという話はこの中で生まれているんですか。 

 

河田企画課課長補佐  最終的にゴールインに至ったということも報告をしても

らうようにお願いしていますけれども、今のところ、報告は届いていま

せん。 

 

中村博行委員  そうしますと、相思相愛カップルというのは、どの辺で判断を

されているんですか。 

 

河田企画課課長補佐  こちらの区分ですけれども、このイベントでお話をして

もらった中で、最後にお互い何番の方とお付き合いをしたいという希望

を出してもらいます。その中で、両方の意見がそろった場合、相思相愛、

また、そこまではいかなくても、まずはお友達付き合いから始めてみた

いという希望も書いてもらうようになっていましたので、そちらについ

ては、お友達カップルの成立ということで上げています。 

 

河野朋子委員  これは市の職員の方が最初されていましたよね。それをいろい

ろ議論があって、民間に委託したらどうかということを受けて、２８年

度からこういった形になったわけですよね。それについてはどうですか。

今まで自分たちが直接やっていた事業に対して、民間に委託したことに

よってどう変わったという評価はされているんですか。 

 

河田企画課課長補佐  ２６年度まで実施していた若者交流事業、市の直営でや

っていた事業、それから、今回の業者に委託しての事業の評価ですけれ

ども、やはり、２６年度までの事業もそれなりの効果はあったと思いま

すけれども、業者に委託して実施するということで、やはりノウハウを

持っているとか、豊富な経験を生かして、マッチングに結び付ける手法

は、やはり業者のほうがたけているという点も事実です。また、参加者

を集めてくる能力も、やはり専門業者のほうがたけていると評価してい

ますので、より効果的な事業の実施については、業者に委託して実施す

るということもかなり成果があったのではないかと評価をしているとこ
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ろです。 

 

河野朋子委員  そういうことがなければ、この改善の意味もないわけで、その

辺の評価をこの決算の委員会でしてもらうということになるわけですけ

ど、委託料についても、本当にこれがどうなのかという評価はどのよう

にされていますか。 

 

河田企画課課長補佐  ２８年度については、まず１回目の委託ということで、

１００万円程度ということで実施をしていました。募集人員もそれなり

に集まったと思いますが、事務事業評価シートにも記載していますイベ

ントの参加者数の目標２００人、これを達成するとなりますと、それな

りの回数、実施しなければならないのかなと考えていますので、募集人

員とイベントに係る経費等を考慮しながら、また、翌年度以降の事業の

実施に当たっての事業費の算定についても、費用対効果も考慮しながら

検討していきたいと考えています。 

 

河野朋子委員  この事業の目的は、独身の男女の出会いの機会を作って、若い

人たちが定住して、そこで家族を作ってみたいな、そういった将来の目

標があるわけですけども、それを考えたときに、この事業だけに限らず、

議会としても提案したと思うんですけども、山口県が行っている応援セ

ンターですか、ああいうところと少し連携することについての検討は、

現在はいかがですか。 

 

河田企画課課長補佐  このたびのイベントの実施に当たり協力をしてもらった

ところですけれども、やまぐち結婚応縁センター、若い方、出会いを求

めている方はホームページ等も見ているということをアンケートで把握

しています。市のイベントについても、センターに周知等の協力をして

もらっているところですので、今後も連携を図りながら取り組んでいき

たいと考えています。 

 

河野朋子委員  市内の男女の出会いという小さなところじゃなくて、若い人た

ちの行動範囲もかなり広いですし、事業ももう少し拡大していく方向で

考えていただきたいという意見を言わせていただきます。 

 

下瀬俊夫委員  今回１００万円で、５回という目標設定がされていますよね。

ところが４回しかやっていないという場合に、どういう評価になるんで

すか。 
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河田企画課課長補佐  当初５回程度のイベント実施ということで考えていまし

たけれども、プロポーザルの結果、受託した業者と検討した中で、やは

りイベントを開催する時期とか、その内容等々検討して、セミナー１回、

それから、出会いのイベント４回程度の実施が募集人員のＰＲ等も含め

て妥当ではないのかなということで、最終的に４回というところで落ち

着いたところです。 

 

下瀬俊夫委員  よく分からないのは、２００人の目標が１４０人で止まったと

いうところが、結局１回できなかったということが影響しているのかな

と思うわけね。だから、その１００万円の設定が、５回と２００人を目

標にするのであれば、それが達成できなかった場合に、どういう関係に

なるのかなという話ですよね。 

 

河田企画課課長補佐  委託の経費とイベントの開催目標の関係ですけど、結果

として、事業費の兼ね合いで回数がこのような結果になったのではない

かと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  ２９年も同じですよね。だから、結果的にこうなりましたで終

わっていいんですかという話ですよね。業者と行政との関係ってそんな

ものですか。委託料で払うわけだから、当然目標をきちんとやりなさい

という、やっぱり行政側の要請なり指導なり要るんじゃないですか。 

 

河田企画課課長補佐  委託業者との関係ですけれども、この目標を達成するよ

うに業者にも依頼して、一緒になって努力したいと考えています。 

 

岩本信子委員  何人か人数はそろっているんですけど、例えば、委託業者の方

は、来られた男女にアンケートを取られているでしょうか。 

 

河田企画課課長補佐  参加いただいた皆様に市のほうでアンケートを実施して

います。 

 

岩本信子委員  市のほうでということは、１回１回されているんですか。どう

いう形でアンケートをしているんですか。 

 

河田企画課課長補佐  参加いただいた方に、イベント開催の都度、市で項目を

決定したアンケートを実施しています。 
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岩本信子委員  大事なのは、次に生かしていく、皆さんの意見を集めて、委託

先の業者が自分たちがいろいろ企画して、イベントを作っていく資料と

なるんじゃないかと思うんですけど、どうですか。 

 

河田企画課課長補佐  アンケートの集計業務まで業者に委託していますので、

アンケートの内容は、業者と市で共有しています。 

 

岩本信子委員  ではアンケートの結果として、おおむね良好とかいうのが何パ

ーセントぐらいあったんでしょうか。 

 

河田企画課課長補佐  このアンケートの調査の項目ですけれども、イベントご

との満足度というところの質問項目ですと、このイベントに参加して結

婚したいと思う気持ちがどのようになったかという数字になりますが、

とても結婚したいと思うようになったという答えが２５％、それから、

結婚したいと思うようになったという答えが３７.５％ありました。また、

市でこうしたイベントを主催することがいいことかどうかという質問も

しましたが、９割以上の方が市が実施することがよいということの答え

をいただいています。 

 

岩本信子委員  アンケートの取り方もあるんでしょうけど、目的がもうはっき

りしているわけですよね。来る人もはっきりしているんだから、アンケ

ートの取り方も積極的に、結婚する気になったとかならないとかじゃな

くて、目的意識を持って来られるようなアンケートを取ってほしいと要

望します。 

 

小野泰委員長  ほかにないようでしたら、１３１ページから１４５ページ。総

務費です。 

 

下瀬俊夫委員  一般管理費、２点ほど聞きます。一つは、メンタルの関係で、

今休んでいる職員は何人ぐらいいるのかということ。それから資料１１

ぺージですが、時間外勤務手当で３年間の実績が出ています。トップ３、

特に時間外の多い職場について教えていただきたい。 

 

辻村人事課長  １点目のメンタルですけれども、現時点では３人います。時間

外のトップ３は、手元に資料を持っていないので、後ほど。 
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下瀬俊夫委員  この時間外について、少し立ち入ってお聞きしたいんですが、

サービス残業の実態についてはどの程度御存じですか。 

 

辻村人事課長  時間外については、時間外勤務命令に基づいて支払をされると

いうことで、そちらの分での時間外勤務については把握しています。そ

れ以外のものは基本的にはないと思いますけども、それ以外に残る、個

人的に残る方もいますし、そういった形で残るところは把握していませ

ん。 

 

下瀬俊夫委員  私の調査によると朝７時５０分までに出てきなさいという職場

があります。夕方は大体午後７時ぐらいまでいなさいと。６時までは、

残業を付けるが、それ以後は付けないと、所属長によってそういう対応

をしている職場があるんじゃありませんか。 

 

辻村人事課長  人事課として、そういう命令を出している職場があるというの

は把握していません。 

 

下瀬俊夫委員  それが常態化しているという現状はどう考えたらいいですか。

毎日７時５０分出勤です。 

 

辻村人事課長  ７時５０分という命令を出している職場があるというところを

把握していません。当然勤務時間がありますから、その勤務時間から始

まるというのが原則ですから、そういう職場があるというのを把握して

いません。 

 

下瀬俊夫委員  それが常態化している、毎日のことだという現状をどう見たら

いいかって言っているわけです。 

 

辻村人事課長  当然勤務時間がありますから、勤務時間外に出勤する、又はそ

の時間までいなさいと、そういった命令を出せば、相応の時間外を出す

べきだろうとは考えています。 

 

下瀬俊夫委員  全部所属長の権限ですか。所属長が許可しなければ、当然残業

もできないですよね。付けられないですよね。だけど、所属長の権限に

よって、さっき言ったように夕方６時以降は付けないという職場がある

んではないかと言っているわけです。これはきちんと調査してください。

私が言っているのは、そういうことが常態化している職場がある。そう
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いうのを見て見ないふりをするんではなく、きちんと調査すればすぐ分

かるんです。やっぱり人事として、そういうことについては、もっとき

ちんとアンテナを張って、職員からそういう状況について連絡がある状

況を作っていかないと現状は変わっていかないと思うんですけど。 

 

辻村人事課長  今言われたように、所属長が勝手に時間外を付けないというこ

とは問題がありますので、人事課を通して調査して、きちんとした対応

をしていきたいと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  きちんとした調査をお願いしたいと思います。 

 

岩本信子委員  １３１ページの賃金ですが、４９０万円ぐらい不用額になって

いるんですけど、この説明をお願いします。 

 

辻村人事課長  賃金については、１２月の段階で年度末を見込んで補正を出し

て予算を組んでいます。急きょ休むということも出てきますので、そう

いったところを含めて、余裕を持って賃金は組んでいるところですけど

も、この４９０万円の残については分かりませんけれども、ある程度余

裕を持った金額になっています。 

 

岩本信子委員  大体把握ができるんじゃないんですか、臨時職員の数というの

は。 

 

辻村人事課長  基本的には現状の人数も含めて、その上で賃金を積み上げてい

ますので、その予算を組んだ時点での必要な金額は把握しています。 

 

岩本信子委員  まさか臨時職員に残業をさせているとか、そういうことがある

わけじゃないですよね。 

 

辻村人事課長  基本的には残業はありませんけれども、行事等で必要があれば

残業、あと業務が忙しいときに正規職員の補助として多少残ってもらう

ことはあるかもしれませんので、全くないということではないです。 

 

矢田松夫委員  さっきのサービス残業の件ですが、把握してないとか調査して

ないと回答されましたけど、例えば、入庁とか退庁時間を守衛の所で書

くようにすれば、休日労働も命じているかどうかというのも実態調査が

できますけど。 
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今本総務部長 土日とか祝日とかに入退庁する人については、守衛の所で所属

と入った時間、帰る時間という記録はしますけども、平常時においては、

そういう記録というものはありません。 

 

矢田松夫委員  そういう実態があれば、休日労働等については把握できると思

うんですが、どうですか。 

 

今本総務部長  土日については、入庁、退庁は記録するようになっていますけ

ども、命令かどうかは、その時点では当然分かりませんが、時間外命令

が出ますので、そちらのほうで把握ということにはなります。 

 

下瀬俊夫委員  その下の賃金ですが、これは学校関係の臨時も入っているんで

すか。 

 

今本総務部長  学校については教育費のほうに付きますので、こちらには入っ

ていません。 

 

下瀬俊夫委員  以前、前市長のときに一定期間雇用する臨時については、退職

時に退職手当等を考えたいという答弁が本会議であったんですが、これ

については、どのような対応をされているんですか。 

 

今本総務部長  現時点では、退職手当の制度は持っていません。退職手当は支

払っていません。 

 

下瀬俊夫委員  退職金の対象ではないというのは分かっています。そういう問

題ではなく、別個にそういうことを考えてみたいという答弁があったの

で、その後どのような対応をされているのかと聞いているわけです。 

 

今本総務部長  その点についての検討は現時点では進んでいません。 

 

下瀬俊夫委員  正規の職員と非正規の職員とで労働安全衛生法上の労働環境の

違いはあり得るんですか。 

 

今本総務部長  同じ職場ですから、基本的にはない。 

 

下瀬俊夫委員  学校現場ではあるんですが、エアコンがないために三十数度の
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現場で働いている臨時の職員がいますよね。ここら辺はあとまた質問し

ますが、日中に３５度近い、そういう場所で働かなければいけないとい

う現状は労働安全衛生法上問題ではないかと思っているんですが、そこ

ら辺の環境で働くということについて対応が要るんではないかと思って

いるんですが、いかがですか。 

 

今本総務部長  そういった環境で働くことがふさわしくないのであれば、ふさ

わしいように近づけていくのが考え方だろうと思っています。 

 

岩本信子委員  １４１ページですが、公会計の推進事業でどの辺まで進んでい

ますか。固定資産台帳の整備支援委託料が８９０万円、固定資産の台帳

は整理できたって言われたから大丈夫だと思うんですが、どのぐらいま

で公会計の準備が進んでいるのか。 

 

梅田管財課主幹  管財課で固定資産台帳の整備をしましたので、その点につい

てお答えします。固定資産台帳の整備については、２７年度と２８年度

の２か年の計画で整備しました。その結果、現段階において、２７年度

末までの資産について固定資産台帳の整備が完了しています。２８年度

末のデータについては、今年度、この固定資産台帳の更新という形で台

帳に登録を進める予定としています。 

 

篠原財政課長  財政課の関係で財務書類作成になるんですが、２９年度中には、

２８年度の決算の財務書類を作成、公表するという取組を進めています。

この２８年度については、１３節委託料等々に書いてありますけど、本

市の財務会計システムのデータを国の配布した標準ソフトに移し替えて、

財務書類の作成をするという中で、仕訳というのがあります。費用なの

か資産なのかという仕訳の作業をやっていきます。２８年度の決算デー

タについては、ある程度データがそろっていますので、今度は職員に対

して仕訳の研修を９月、１０月に行い、実際の処理をして、そして、財

務書類を作成して連結させて公表という流れを今から取ろうというとこ

ろです。 

 

小野泰委員長  総務費の１３１から１４５ページの審査中ですが、時間が来ま

したので、休憩します。午後１時から再開します。 

 

午後０時２分休憩 
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午後０時５９分再開 

 

小野泰委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。 

 

辻村人事課長  午前中の時間外についての質問ですが、所属部署ごとでの金額

の多い順で示させていただければと思いますけれども、一番多い部署が

税務課、その次は、高齢福祉、こども福祉、障害福祉、社会福祉がほぼ

横並びで時間外の多い部署となっています。 

 

下瀬俊夫委員  人事管理でお聞きするんですが、新規採用の職員、特に職場の

問題で、職員がパソコンを見ながら仕事をするというのがほぼ定着して

いるので、市民とのいろんな交流をきちんとするような部署に新規採用

の職員は配置すべきじゃないかと。そういう点で言えば、公民館などの

具体的に地域の住民との交流ができるような部署が必要じゃないかと。

これは人事管理の上でも必要じゃないかと思えるわけですが、そこら辺

がまだきちんと方向性としてはないと思うんです。そういう点について

は、何か検討はされているのかどうなのか。 

 

辻村人事課長  公民館への新採の職員の配置ということですけども、現在、そ

ういう所に配置するという方向は持っていません。新規採用職員につい

ては窓口業務を中心に、市民課とか税務課とか、市民と窓口で接すると

いう所に配置しています。公民館については、現時点ではそういう措置

は執っていません。 

 

今本総務部長  新規職員についてはできるだけ市民に接する窓口ということで

すけども、公民館の事業に正規職員をということで地域とのつながり、

地域の住民を知るということでの公民館の仕事は非常に大切なことだろ

うとは思っています。これは、教育委員会との話合い等もありますので、

その辺の重要性というのは人事課としても認識をしています。この何年

間か検討して、教育委員会でも若手の正規職員を公民館に充てていくと

いう方向で今少し進んでは来ていますけども、今後も検討課題として人

事課としては認識して取り組んでいきたいと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  その地域の問題点なんかも探っていく。そのために戦略的にき

ちんと位置付けるという方向性も要るんじゃないかな。これは教育委員

会の関係ですが、そこら辺も含めて一般市民との交流ができる部署が必
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要じゃないかと、新規採用の職員には。これは是非そういう方向で検討

をお願いしたいと思います。 

 

今本総務部長  公民館は社会教育施設ということで、地域の問題を解決すると

いうことが社会教育の目的です。そういった場所に職員を配置するとい

うことは、地域の人を知るという以上に地域の問題点は何かということ

でも非常に意義深いことであろうと思っています。その辺の認識は持っ

ておりますので、重要な課題として、今後もそれに向けて取り組んでい

きたいと考えています。 

 

河野朋子委員  職員研修のことについて質問します。１３５ページ、職員研修

委託料ということであるんですけども、ここ数年の職員研修の動向、実

績の内訳も１ページにありましたが、庁内研修が年々増えてきていると

いうことに対してはすごくいいことだと思うんですけども、予算として

はここ数年の動向はどうなっていますか。 

 

辻村人事課長  職員研修自体の予算は徐々に増えているとは思いますけども、

こちらとしても研修についてきっちりした考え方、また方針を固めてい

きながら増やしていきたいと思いますけども、庁内研修については予算

的なものは余り掛けずにやっていますので、予算がこれによって増える

ことはありません。けれども、庁内研修も当然重要だと考えていますの

で、充実させながらも外部講師を呼ぶなり、また外に出て行くという研

修は増やしていきたいとは考えています。 

 

河野朋子委員  庁内研修がこのように年々増えているので、もっともっとやっ

てもらいたいし、今のような方針も確認できたんですけど、気になった

のが心の病、そういう方が公務員だけでなくて全国的にもあって、心の

病気がすごく注目されているんですけど、そういうことから考えると、

メンタルヘルスに関する研修はもうちょっとやるべきじゃないかと思っ

たんですけど、ここ数年どうですか。 

 

辻村人事課長  メンタル、心的に病まれる方、例年いるんですけども、これに

ついてはセミナーパークのほうで各階層、例えば係長とか各階層ごとに

メンタルヘルスの講習もありますので、行ってもらって、周りにメンタ

ルヘルスがいるかいないかといった気配りとか、そういった形での講習、

研修は受けてもらっていると考えています。 
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河野朋子委員  県のほうであるというのも分かりますが、もっと市として独自

の管理職を対象としたメンタルヘルスの研修を今後やっていくべきじゃ

ないかということを意見として。 

 

笹木慶之委員  今、関連のことが出ましたが、ストレスチェックをされました

よね。ストレスチェックの結果がどのような結果が出たのか。それから

それに対して今どのような対応をしておられるのかということを教えて

ください。 

 

辻村人事課長  ストレスチェックを２７年１２月から年１回ということで昨年

度１回実施しました。全対象者のうち、いわゆる高ストレス者と判定さ

れたのが２割弱います。そう診断された方については医師の面談を受け

てくださいという形で通知を個人に渡していますけれども、そのうち実

際に面談を受けた方は１割程度です。受けない方についても再度受けま

せんかという形で周知はしていますけども、結果的には約１割の方が面

談されています。医師と面談されて必要な措置が出てくれば、その指示

に従って対応するということですけども、そこまでの指示があった者は

いなかったというのが現状です。 

 

笹木慶之委員  俗に言われているキラーストレスというのがありますよね。そ

ういったところまでのものはなかったと理解していいんですね。 

 

下瀬俊夫委員  １３５ページで健康診断の委託料です。職員に健康診断の病院

については任されているのか、特定の医療機関に委託料を払っているの

か、そこら辺が分かれば教えてください。 

 

辻村人事課長  健康診断委託料は市民病院と契約していますので、全員、市民

病院に行っています。 

 

下瀬俊夫委員  健康診断の場合は市民病院が医療機関だと言われますが、人間

ドック等で余り利用されていないように聞いています。３年連続赤字決

算という状況で、ここはもっと市役所の職員が積極的に利用するという

ことにならないものかと思っているんですが、基本的には強制は無理な

んですが、やっぱり各自の自覚に任せるということになるんですか。 

 

辻村人事課長  言われたように強制は難しいとは思います。ただ人間ドックの

募集は人事課のほうで書きますので、その際に市民病院を利用しましょ
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うと、そういった働き掛けはできるかなと思いますけれども、最終的に

は個人で受ける所に行ってもらうという形しか取れないかなと思ってい

ます。 

 

岡山明委員  コンプライアンスに対する研修を確認したいんですが。 

 

辻村人事課長  法令遵守というところで、新規採用職員等については研修等を

行っていますし、そこがベースだろうと思います。そういった職員から

の苦情とかがあれば人事課にも来るでしょうし、そういったことがあれ

ば人事課へ通報してくださいと、相談を出してもらえればという形は取

っています。 

 

岡山明委員  職員のほうから、ちょっとおかしいと、そういう部分を上に上げ

ていくようなシステムができているかどうか、その辺はどうですか。 

 

辻村人事課長  公益通報という形で何か問題があれば出しますし、職場環境に

ついては衛生委員会というのがあり、年１回は職場点検という形で職場

を回りますし、その中には時間外とか、職場のいろんな環境も含めて、

労働条件も含めたことでの問題があれば提起するようにという形で回し

ていますので、そういうところから把握できるとは考えています。 

 

下瀬俊夫委員  ３目の文書管理です。資料を見ると昨年度６６件の公開請求が

ありますが、これは一般市民ですか。 

 

野村総務課法制係長  実績報告書に上げている件数については、一般市民から

の件数になります。 

 

下瀬俊夫委員  却下は１件もなかったということですか。 

 

野村総務課法制係長  実績報告に書いてあるとおり、却下についてはありませ

ん。 

 

下瀬俊夫委員  公文書管理法に準ずる扱いに公文書の管理がなっているかお答

え願いたいと思います。 

 

野村総務課法制係長  市で取り扱う公文書については、文書取扱規程を定めて

おり、準じた形で行っています。 
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下瀬俊夫委員  公文書管理法は文書規程の後からできたんじゃなかったかな。

政策形成過程におけるメモ等も公文書に入るという扱いになっているか

どうか。それから、電子媒体の取扱いについてもきちんと公文書の取り

扱いとなっているかどうか。 

 

野村総務課法制係長  メモ等についても、それが全体等で取り扱う、供覧等を

要する文書として位置付けられるものであれば、公文書として位置付け

ています。また、電子媒体についても公文書として位置付けています。 

 

下瀬俊夫委員  様々な国の情報公開で廃棄処分されたということで、もう情報

そのものがないという事態が発覚したわけです。取扱いの内容によって、

１年間で廃棄処分されるという事態で、公文書がなくなってしまってい

るという状況がありました。そこら辺について、本市の場合、ああいう

取扱いについての見直し等はされるのかどうなのか。 

 

野村総務課法制係長  現在の文書の廃棄については、それぞれのファイルごと

に保存年数を決めており、その保存期限が過ぎた場合に廃棄を行ってい

ます。また、その文書の必要性等に応じて、その年数を延ばしたり、ま

た逆に短くしたりということもありますので、こちらについては、その

都度見直し等を考えていきたいと思っています。 

 

岩本信子委員  １３５ページで、官舎借上料というのがあるんですが、これは

どのような目的で借り上げているのかをお聞きしたいんですが。 

 

辻村人事課長  これは２７年、２８年度と国の経済産業省に職員１人を派遣し

ていました。この者の宿舎をこちらで用意するということで借上料が発

生しているというところです。 

 

岩本信子委員  この財源は国から入ってくるんですか。 

 

辻村人事課長  いえ、これは市費です。 

 

下瀬俊夫委員  １３９ページ、広報広聴。資料を見ると、昨年度は市政説明会

がゼロになっているけど、全くやっていないんですか。 

 

吉村生活安全課長  昨年度、生活安全課としての市政説明会は実施していませ
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んが、山口東京理科大学の公立化と薬学部の設置、水道料金の改定につ

いて、各課での市政説明会は実施しています。 

 

下瀬俊夫委員  市長が出て、校区単位でやっているよね、理科大の説明。これ

に水道もあわせてやっている。説明会だったら統一したほうがいいんじ

ゃないの。 

 

吉村生活安全課長  そのとおりですので、今後市政説明会をした場合は、まと

めてこちらに計上しようと思います。 

 

下瀬俊夫委員  結局何回やったんですか。 

 

大谷秘書課長 市政説明会は、各校区ごとに行っており、１１回、別に地元と

いうことで工事説明会ということで１回、理科大学でやっていますが、

こちらについては市長は出席していません。市長が出席したのは校区ご

との１１回です。 

 

吉村生活安全課長  ２９年度から、市民生活部のほうできちんと集約して報告

したいと思います。それから、市政説明会という位置付けですけど、こ

れはきちんとした要綱に基づいてやっていますので、それ以外に、例え

ば工事の際の地元説明会とか、そういった各部署で説明会をやっていま

すけど、そういったものはこちらにはカウントされませんので、それは

御理解いただければと思います。 

 

河野朋子委員  転入促進条例の件ですけども、転入奨励金はもう５年目ですか。

奨励金の交付については、２８年度分が５４件ということでまた下がっ

ていますが、年々これを増やせば増やすほど交付金が増える仕組みには

なっていて、それも５年ですからある程度ピークを迎え、また少しずつ

というような形になると思うんですけれども、これもそもそも何のため

にやっているかを考えたときに、先ほどの婚活とも関係がありますが、

若い人たちが市外に出て行かない、市内に家を建ててもらおうというこ

とで定住を促進するために始まったものですけども、この数字をどう分

析しているかとなると、これによって本当に定住促進が実現できている

のか、そういった分析、例えばこれをする以前の転出者の動向とか、こ

れを始めてからの動向とか、そういう分析が必要だと思うんですけど、

そういったことも含めて、この事業をどう評価しているのかお尋ねしま

す。 
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河口企画課長  基本的にはこの制度を始めて５年目になり、１年目が少なかっ

たということで、実質は２９年度が一杯一杯の数字なのかなと思ってい

ます。うちのほうも転入者に対してアンケート調査をする中では、やは

り３０代、子育て世代の方が多く入って来ているという結果は出ていま

す。ただ、この制度があったから来たのかという話になると、余り多く

はないです。ただ、段々は増えてきています。この制度は周知されてき

ており、これは宅建業者とかにもチラシとかも持って行きながら、こう

いうことがありますので是非山陽小野田市にということで言っています。

その辺については周知も図れてきたかなと思っています。この制度があ

るから入って来たという方は少ないんですけど、これによって昨年度か

らの比較はまだ分析的に至っていないのが現状ですが、ただこの制度が

あることによって、３０代の子育て世代の方が子供と一緒に３人から４

人の世帯で入って来るということが一番多い状況であるということの認

識はあります。ただ、この制度があるからこれだけ増えたというところ

までの結果は難しいところです。 

 

河野朋子委員  費用対効果の分析をもうちょっとすべきじゃないかとは委員会

の中でもずっと問題にしてきたんですけども、転出者の動向をほかの課

との連携にもなりますけども、市役所全体でしないと。宇部とか下関に

住むんじゃなくて山陽小野田市に住んでもらうためにはそういったデー

タの分析をしないと、入って来て家を建てた人に交付するということを

単純に繰り返すだけだったら、税金の無駄遣いになるので、もう５年も

たっているので、そういったことを分析しながら、この制度が本当に意

味あるのか、新たな制度を加えたりとか、そういうところにもう差しか

かってきていると思いますので、もう少し突っ込んで分析していただき

たいと思いますけど、難しいんですか。 

 

河口企画課長  この制度を引き続き続けていくのかという判断をしないといけ

ないのは事実だと思います。第二の矢、その辺を考えていかないといけ

ないことはそれが課題になっています。成果をもう一度見直しながら、

新しい制度等も含めて検討していかないといけないと思っています。 

 

川地総合政策部長  ５年目になってどのような検証をしているのか、どのよう

な成果があるのかということですけれども、この四、五年を見て、この

転入奨励金を使って来ている世帯が３０代です、一番多いのが。３割以

上が３０代、生産年齢人口ですよね。プラス、９歳までの子と一緒に入
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ってくるというのが３割を超えている。２４年度は２割でしたけども、

２５年度から毎年３割以上、この制度を使ってきたのがそういった方々

です。ということは、やはりそういうターゲットが持ち家を持つ場合に

この近隣でどこの市を選ばれるかということだろうと思います。基本的

にうちの場合は宇部市からの転入者が６割です。近年は下関からの転入

が増えています。住居地と勤務地は違うんだけども、住み良い市はどこ

を選ぶかというのがターゲットになっているんではなかろうかと。この

制度については私どもはかなりのメリットがあると踏んでいますので、

プラスどのような状況でやっていけば更にメリットがあるのかも踏まえ

ながらも、この制度は当面続けていきたいと考えています。 

 

河野朋子委員  出て行く人にとどまってもらうということを考えたときに、ま

た次の施策になると思うんですけども、そういったことを考える上でも

データの分析、出て行く人がどういった理由で、どこに家を建てるかと

か、そういったアンケートはどうですか。 

 

川地総合政策部長 転出の場合については、庁内でいろいろ連携してアンケー

トを取っています。ただ、２８年度の分析がまだできていませんので、

この場では分析の結果が言えません。 

 

河野朋子委員  今後そういったことを分析したときに、この施策にプラスアル

ファするとか、改善するとか、そういったところを次の年度の予算に生

かしていただきたいということを意見として言っておきます。 

 

下瀬俊夫委員  今の問題に関連するんですが、動機付けという問題で人数的に

は非常に弱いという話をされましたよね。そこら辺がよく見えないんだ

けど、山陽小野田市に入って来る動機付けの一つに保育所問題があるん

じゃないかと言われています。よそでは待機になっていて、待機になる

と親が仕事をやめないといけない。だから、わざわざ住所を変更して山

陽小野田市に入って来るという方が何人かいます。これも一つは動機付

けになっているんじゃないかな。だから、企画だけではなく、いろんな

部署ともっときちんと連携を取って分析しないと、全体的な様子がよく

見えないんじゃないかと思うんだけど、そこら辺の体制はどうなのか。 

 

河口企画課長  この転入奨励金を申請された方については当然こちらに住所を

有された理由を聞いています。一番多いのは、生活環境が良いというこ

とで言われています。それから、多いのがやはり通学の便が良いという
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意見もあります。交通の便も良いということも上位に上がってきていま

す。こういうことでのアンケートを取りながら、市として、今、第二次

総合計画等も今から作っていくわけですけども、とにかく人口の減少を   

止めるということがやっぱり大きな目標ですので、ある程度の子育てに

対する環境を整えていくべきであろうと思いながら事業計画を進めてい

きたいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員  だから、いろんな部署ときちんと連携を取りながら、分析した

ほうがいいんじゃないかと言っているんです。 

 

河口企画課長  各課と連携を取りながら分析していきたいと思います。 

 

中村博行委員  分析、転入された理由ということで少し上げられたんですけど、

私がよく聞くのは、ごみの分別が結構楽だからということで、もう何人

も宇部から来られたという人は聞いています。それと同時に、２８年度、

５４件という数字が上がっていますけども、この５４件がどの校区に住

まわれているかもまた重要な点じゃないかと思うので、２８年度だけで

も分かれば数字を上げていただきたいと思います。 

 

河口企画課長  一番多い所が高千帆校区です。その次に厚狭校区、須恵校区、

小野田校区という順番になっています。 

 

下瀬俊夫委員  自治基本条例の見直しで、３回審議会を開かれているというこ

とで、具体的に見直し作業に手を付けられているんですか。 

 

河田企画課課長補佐  自治基本条例の見直しについては、自治基本条例の施行

から５年を迎えましたので、昨年度、見直しに向けて自治基本条例審議

会で審議をいただいたところです。この自治基本条例の審議会において、

特に２０歳未満の青少年の権利を規定している第８条について、選挙権

の年齢の引下げが行われたので、これについての検討が会議の中で行わ

れました。会議の中でも２０歳未満の年齢の引下げについて提言をいた

だいたところですが、その他の条文に関しては改正を提言するまでに至

るものはなかったとの答申をいただいています。こちらの答申を基にし

て、庁内でも検討してきたところですが、公職選挙法で定める選挙権年

齢は１８歳に引き下げられましたが、民法の成年年齢の引下げについて

は法改正の見通しが立っていない状況にあります。また、各層において

も、例えば日本弁護士連合会などでは未成年者の取消権を喪失してしま
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うとか、親権の対象年齢の引下げとか、養育費の支払周期の繰り上げと

いった未成年に対する権利のレベルが下がってしまうなどの問題がある

として慎重であるべきといった意見も出されています。このように、国

民や法曹界の間でも必ずしも一つの方向性がまとまっている条件にはな

いと判断して、このように民法改正の結論が見えていない現状において

は、青少年の人権の尊重を規定している自治基本条例の第８条について、

この年齢を引き下げるということについては慎重であるべきであるとい

う結論に至りましたので、昨年度において見直しを検討した結果、具体

的な条文の改正は行わないとの結論に至っています。 

 

下瀬俊夫委員  確認ですが、審議会の答申は見直しの答申があったんですか。

それに対して、受けた行政がそれは見直しをしないという結論を出した

ということですか。 

 

河田企画課課長補佐  はい、そのとおりです。 

 

小野泰委員長  それでは、いいですか。それでは、審査番号２までを終わりま

す。 

 

大谷秘書課長  先ほどお答えした理科大の市民説明会の回数ですが、訂正をし

ます。先ほど１１回と答えましたが、小野田地区７か所、山陽地区５か

所、合わせて１２か所です。 

 

小野泰委員長  それでは、５０分まで休憩します。 

 

午後１時４２分休憩 

 

 

午後１時５０分再開 

 

小野泰委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。審査番号３

番、総務費です。審査対象事業１６、スポーツによるまちづくり推進事

業について質疑をお願いします。 

 

下瀬俊夫委員  レノファはさて置いて、障がい者スポーツの関係です。これは

パラサイクリングということで、取りあえず実績はあるんですが、今後

こういう障がい者スポーツの誘致についてどのように考えているのか、
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お聞かせください。 

 

川﨑スポーツ振興課長  市民体育館は車椅子対応のトイレもありますし、スロ

ープもあります。それで、市民体育館に２８年度に３台ほど車椅子対応

型の卓球台を入れました。あわせて市内の障がい者団体の総会にも行っ

てお話をさせてもらったり、チラシを配ったりということで周知をして

いるんですが、なかなか実績が上がっていません。今後、卓球台をもし

増やせるのであれば増やして、例えば大会の誘致であるとか、障がい者

スポーツを普及していきたいとも思っていますし、ほかの施設について

も障がい者がスポーツのできる環境を整えていきたいと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  個々の職員の思いはいいんですが、やはり担当として一定の計

画が要るんじゃないかと思うんです、将来的に。当然卓球だけじゃなく、

テニスもあるし、バスケットもあるし、いろいろあるわけです。あの体

育館は障がい者用のバスケットもできるんじゃないかと言われています

よね。そこら辺でもっと障がい者スポーツのまちづくりという方向も打

ち出すべきじゃないかと思っているんですが、いかがですか。 

 

川﨑スポーツ振興課長  市役所の中にスポーツ関係部署、十数部署ですが、ス

ポーツによるまちづくり推進計画を策定して、いろいろスポーツの推進

に向けて取り組んでいるところです。今後、更に関係部署と連携を取り

ながら、障がい者スポーツの推進に取り組んでいきたいと思っています。 

 

姫井文化・スポーツ振興部長  障がい者スポーツの関係は福祉の担当部署、障

がい者の皆さんと連携しながら、今進めているところです。今、文化・

スポーツ部の関係においては、パラサイクリングの関係、パラサイクリ

ングは障がい者の自転車競技です。それと知的発達障がいの皆さんの競

技会、スペシャルオリンピックスというのがありますけど、こちらのほ

うも昨年度から山陽オートのほうで競技会の誘致をしているところです。

それと、これもパラサイクリングの関係になりますけど、ジャパンライ

ジングスタープロジェクト、簡単に申しますと自転車競技の新人発掘、

そして育成事業等の招致活動にも取り組んでいるところです。 

 

下瀬俊夫委員  最近、障がい者が、特に陸上競技でいろんな器具を付けて走っ

たり跳んだりしていると。特に短距離でやっている中西麻耶さんですか、

ああいうスター選手を是非呼ぶべきだと。ああいう方が来られるだけで

多分価値観が変わっていくんじゃないかと思うんです。そういう点で障
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がい者スポーツは日陰じゃなく、今脚光を浴びるような状況になってき

ているという点で、障がいに悩んでおられる方がそれによって励まされ

るという環境を行政としてもっと積極的に作っていく必要があるんじゃ

ないかと思っているんですが、いかがですか。 

 

姫井文化・スポーツ振興部長  先ほどのジャパンライジングスタープロジェク

トの中でも講演会をするように本市で計画しています。その中で、障が

い者の方をお招きして講演、そういう計画も今持っているところです。 

 

岩本信子委員  東京オリンピックのパラリンピックに向けた誘致ということで

書いてあるんですが、誘致事業、具体的にもう今ぐらいから動かないと

いけないはずですが、何か具体的に動いていることがあればお聞きした

いんですが。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長  オリンピック・パラリンピックのキャンプ地誘

致に関しては、今、県のほうで進めています山口世界大会等キャンプ地

誘致活動準備会議というところに市として参加を表明しており、県内で

８市ほど参加しているわけですけれども、県と８市が一緒になって事業

を進めています。具体的にはトレーニングガイドを昨年度、日本語版と

英語版の県内のキャンプができる施設ということで掲載したものを作成

して、それを主にパラサイクリングの関係者にお配りしています。あと

ホームページの管理運営とＤＶＤの作成も日本語と英語で作成して、パ

ラ関係者に周知し、お願いしているという状況です。それ以外に関して

は、これから進めたいと思っているのは部長が申したジャパンライジン

グスタープロジェクトに関して、新人発掘事業を手厚くして展開する中

で、日本パラサイクリング連盟との連携を強化しながら、そういったつ

ながりを使って海外チームの誘致をしていきたいと思っています。 

 

中村博行委員  御承知のようにレノファはブービーで、下位３位をどうしても

確保しないといけないわけですけど、勝ち点が今７点ですか、そうする

と３試合勝たなければならないという非常に苦しい状況にあると思うん

ですけども、そういった中で練習の拠点も設置していますし、そういう

成績だからこそ応援しなければならない時期ではないかと思うんですけ

ども、そういった面において、やはり支援の仕方にもいろいろあろうか

と思いますけども、どういう考えをお持ちか、その辺りをお聞きします。 

 

川﨑スポーツ振興課長  レノファへの支援に関しては、レノファ山口パートナ
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シップ事業という中で、昨年度２８年度は交流が主ではあります。園児

とのスポーツ交流であったり、これは選手２人に昨年は６園ほど回って

もらって園児と交流して、交流した園児が帰ってお母さんに言って喜ん

でもらったりということもありました。それから特別見学会、この夏休

みに練習後に子供たち、大人にも集まってもらって写真撮影をしたり、

交流したりということ、レノファにしたらそういったことがまた力にな

るとも聞いていますので、そういったことをどんどんやっていきたいと

思っています。そのほか、小野田商工会議所青年部が主催された子供サ

ッカー教室にパートナーシップ事業として参加して、選手数名来ていた

だいて子供たちとの交流も図っています。今年に入り、レノファのホー

ムゲームに何度も観光協会とタイアップしてブース出店をしたり、今年

はここでトレーニングマッチができるようになりましたので、そちらも

誘致して県内からたくさんのお客さんに来てもらって支援するというこ

とも、これからも考えていきたいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員  スポーツによるまちづくりですが、レノファとのパートナーシ

ップ、市民の一体感の醸成、地域活性化となっています。確かに練習場

に行ったらたくさん練習にも見物に来ていますよね。実はそこだけなん

ですよね。以前から言っていますが、例えば山口の道場門前みたいに道

場門前の全域にレノファのカラーをずっと掲げている。例えば小野田駅

に降りたら何かレノファというのが印象になるような、そういう演出が

要るんじゃないかと思っています。駅前から例えば市役所の通りに、そ

んなに高くないんじゃないですか、レノファのフラッグなんかを掲げる

とか、そういう演出をもっとしないといけないんじゃないかなと思うん

ですが、地味ですよね。 

 

姫井文化・スポーツ振興部長  議員の言われたことは十分に分かりますし、何

度か言われています。我々としても、まちの中にポスターとかチラシと

かを事業所とか個人の家でも掲示してもらっているところ、確かに少な

いというのは認識しています。その中で、今、市として例えばのぼりで

あるとかフラッグ、そういうものを考えていますし、先般もパートナー

ズクラブ、市内１０団体の事業所と団体等の会合も持ったところです。

その中で、市としてやったほうがいいこと、あるいは団体としてやった

ほうがいいこともお願いをしているところです。先般も両商工会議所に

お話をして、もう少しレノファのＰＲということでＰＲ掲示物などもお

願いできないかということも話しています。ですので、市はもちろんで

すけど、団体の皆さんとも一緒になりながら、もっともっとレノファと
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いうのが見えるように努力していきます。 

 

中村博行委員  園児との交流が何回も上がっていますけども、その後、園児か

ら激励の手紙というようなこともされているんですか。園児からの激励

なども織り込んだ交流も考えてもらえる方向での働き掛けについては、

いかがでしょうか。 

 

川﨑スポーツ振興課長  先ほどのパートナーシップ事業、保育園回りですが、

保育園によっても違いますが、訪問した保育園については横断幕を手作

りで作ったり、選手に首飾りを渡したりとか、園で工夫しておられます。

先ほどの市内の応援ということで、一体感の醸成、とにかくレノファを

しっかり皆さんに知ってもらう。特にこの２月に練習拠点ができて、週

の大半、練習を県立おのだサッカー交流公園でしていますので、市民か

らするとすごく身近にプロサッカースポーツが感じられるのではなかろ

うかと思っていますので、まだまだＰＲしていかないといけないと思っ

ています。それから、山陽小野田市はほかと違ってレノファに身近に会

える、レノファに会えるまちということでどんどんＰＲしながら一体感

の醸成を図りたいと思いますし、また市外からも、昨日の公開練習に夏

休み最後だったんですが、１００名以上の方が来ていました。というこ

とで交流人口の増加等も見込めると思いますので、しっかりとＰＲして

いきたいと思いますし、ＪＲともどういう掲示、ＰＲができるかという

ことで今相談をしているところです。また、チラシとかポスター、のぼ

りについても作成しながら広げていきたいと思いますし、会議所にも懸

垂幕の掲示であるとか、その辺を相談しているところです。 

 

小野泰委員長  ほかにはよろしいですか。それでは、１４４から１６３。 

 

下瀬俊夫委員  公平委員会、報酬が５３万６,０００円出ていますね。それで、

公平委員会を１２回開催されているということで、大体月１回やってい

ますよね。申立て件数を教えてください。 

 

蔵本公平委員会事務局長  当該年度においては、不服申立ては出ていません。 

 

下瀬俊夫委員  申立てがないけど、月に１回公平委員会をやっている。その報

酬が５３万６,０００円ということですね。これは以前もちょっと言った

んですが、公平委員会の申立てはなかなかないんです。そうすると、単

独でこれを置く必要、意味があるのかという問題があって、やはりよそ
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との共同で公平委員会設置ということもあるんではないかということも

以前提起したことがあります。これについては検討されているかどうか、

お聞かせ願いたいと思います。 

 

蔵本公平委員会事務局長  これについては、現在県内の全てではありませんが、

何市か山口県市町公平委員会に加入しています。これに加入するかどう

かというのは、委員報酬とか加入するとすればどのぐらいの費用が掛か

るのかを比較検討等をする必要があると思います。これについては、執

行部で検討するようになると思います。 

 

今本総務部長  今、監査事務局が申し上げたように県でできるということであ

れば、費用がどうなのかということも含めて今後検討したいと考えてい

ます。 

 

下瀬俊夫委員  月に１回開催されて、基本的にほとんどの報酬がそこで消えて

いくわけでしょ。何か議案、審議する案件はあるんですか。 

 

蔵本公平委員会事務局長  職員団体の登録、今、実績の件数に上がっていると

思うんですけども、そういったものとか、現在主にやっていますのは不

服申立て案件が県内他市で実際に継続中のところもあります。そういっ

た案件の研究、それからそれに対応するための事案の発生から終結に至

るまでの処理の仕方、そういったものも月に一度定例会で示して、研修

を兼ねていっているわけです。 

 

下瀬俊夫委員  これを見ると職員団体登録１件しかないですよね。今の話を聞

くと結局勉強会でしょ。勉強会を開くのに報酬を払われるという、ちょ

っとそこら辺が矛盾があるんでどうかなという話を聞いているわけです。

たぶん、この数年間にわたってほとんど１件もなかったんじゃないかと

思うんです。そこら辺からこの公平委員会はもっと合理的に考えたほう

がいいんじゃないかと思っているわけです。これは是非御検討をお願い

したいと思います。 

 

岩本信子委員  １４９ページの防災でお伺いをしたいんですが、まず防災士の

育成補助金というのがあるんですが、このたび８人だと思うんです。８

万円ということは。これは個人的に出されているんですか、それともあ

る団体に出されているのか、その辺からお伺いしたいんですが。 
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岩本総務部次長  防災士については、資格を取るごとに１万円の補助を支給し

ているところです。これについては、市ではなかなか対象者は把握しに

くいところがありますので、地区ごとにセーフティーネットワークが組

織されていますので、その中で推選をしてもらった方を該当者として受

講を受けてもらって、その後受講が終了したら、資格を取られましたら

補助を行っているという状況にあります。 

 

岩本信子委員  それで、地区のセーフティーネットワークですよね。それ以外

の人で例えば個人的に防災士の資格を取りたいという方で、これを申し

込むことはできるんですか。セーフティーネットワークに入っていない

と出せない補助金ですか。 

 

岩本総務部次長  そういった組織、団体の推選がなくても個人的に総務課の窓

口に前もって相談いただければ、ある程度市に協力してもらうというこ

とが条件にはなりますけども、補助の対象として認めているところです。 

 

岩本信子委員  防災士協会というのがありますよね、山陽小野田市に。この防

災士協会に補助金を受けられた方が入っていないんですよね。それで、

防災士がセーフティーネットワーク系の防災士と防災士協会の防災士が

いて、その辺の連絡が取れていないんじゃないかという話も聞くんです

けれど、そういうことはありませんか。 

 

岩本総務部次長  市内には今、防災士の団体が２つほどあります。これについ

ては、それぞれ任意で個人の方の自由で加入していると思っていますし、

また無所属の方もいると把握しています。防災士の皆さんと市としては

何らかの関係を持つ必要がありますので、年間を通して防災士の代表者

を含めた意見交換会を昨年も開催しましたけども、今年も開催して、情

報交換なり連携を図っていきたいと考えています。 

 

岩本信子委員  小さい市ですし、防災という面においては防災士の資格を持っ

ている方が一致して、この市を守ってほしいと思っていますし、この補

助金はそのために出ているんだと思います。セーフティーネットワーク

についてもお聞きしたいんですけれども、地区防災補助金１００万円、

これが１０地区のセーフティーネットワークのための補助金じゃないか

と思うんですけど、その確認をお願いしたいんですけど。 

 

石田総務課主幹  地区の防災会に対して上限１０万円ということで、小学校区
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単位でセーフティーネットワークが１１結成されていますが、そのセー

フティーネットワークが防災訓練等を行った場合の経費について上限１０

万円までの補助金を交付しています。１１校区のうち１校区が申請をさ

れていませんので、１０件ということで実績に上がっています。 

 

岩本信子委員  せっかく補助金が出て、それぞれのセーフティーネットワーク

で活躍されているんだと思うんですけれど、市民と一緒になってやって

いるんだけど、その１件だけがなぜ申請されていないんですか。 

 

石田総務課主幹  訓練をされていないと認識しています。 

 

岩本信子委員  セーフティーネットワークという組織は作っているけど、何に

も活動されていないということでよろしいんですか。 

 

石田総務課主幹  活動はされているとは思いますが、防災訓練は行われていな

いと認識しています。 

 

岩本信子委員  例えば防災会とかいう組織かどこかに委託されているんじゃな

いですか。 

 

岩本総務部次長  各地区のセーフティーネットワークにおいては、あくまでも

自主的な活動ということでそれぞれが主体性を持って活動をしていただ

いていると思っています。住民を巻き込んだ防災訓練が行われた場合に

は補助金を支給しているというものです。 

 

下瀬俊夫委員  自主防災組織は昨年度増えたんですか。 

 

岩本総務部次長  組織率を比較しますと、２８年度の実績で前年度から０.７ポ

イント下がり９２.０％となっています。分母が増えた、自治会数が増え

たということ、詳細は今ここで説明できませんが、そういった事情があ

ります。 

 

下瀬俊夫委員  件数は増えているんですか、増えていないんですか。 

 

石田総務課主幹 件数は変動ありませんが、新しく設置された自治会数が増え

たということで率が下がったということです。 
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下瀬俊夫委員  組織率は何パーセント。 

 

石田総務課主幹  ２８年度で９２％です。 

 

下瀬俊夫委員  Ｊアラートについて、今回は対象地域から外れたんですが、ホ

ームページにはミサイルが飛んで来るって何か物騒なことが載っていま

すよね。これ何が言いたいんですか。ミサイルが飛んで来るからどうし

ろというんですか、一体。あんな掲示の仕方は物すごく不親切と思うん

です。市民がどうしたらいいのか、例えば東京だったら地下鉄に逃げ込

めとかっていう話があるけど、意味がよく分からない。説明してくださ

い。 

 

岩本総務部次長  ミサイル攻撃を受けたときの国民の対応の仕方ということだ

ろうと思いますけども、これについては国から統一したチラシなり、広

報の内容が各市町村に来ており、それを各市町村がホームページなりで

住民にお知らせしているというものです。その内容としては、とにかく

安全な場所に身を隠してほしいという思いで具体的に頑丈な建物に避難

するとか、地下街に避難するとかそういった内容のものが書かれている

ものです。Ｊアラートが作動した場合にはそういった行動を起こしてほ

しいという思いの下に広報をしているところです。 

 

下瀬俊夫委員  本当、真実味が全くないような話をおどかすだけのものはやめ

てほしいと思うんです。例えば、自主防災組織が９２％組織されている

と、こういうところで徹底して「皆さん、こうしましょう」とか「ああ

しましょう」という話になっているんですか。なっていないでしょ。ホ

ームページに載せるだけでミサイルが飛んで来たらこうしたら防げます

って、防げるわけないじゃないですか。ああいう無責任なやり方はやめ

ていただきたい。何かすぐにでもミサイルが飛んで来るかのような印象

を与えるような、多分そういう作為的な意図があるんでしょうが、市民

があれを見てどうしたらいいか分からないですよ、絶対に。例えば、津

波が来たら、すぐ山に逃げなさいって言うよね。やっぱり具体的な指示

なり、方向性を出さないと、何か脅かすばかりでどうしたらいいか分か

らない状況になってしまうのが一番まずいと思うんです。そういうふう

に考えていませんか。ホームページに載せる以上、行政に責任があると

思うんですが、いかがでしょうか。 

 

岩本総務部次長  広報の仕方についてもいろいろと今後も考えていかなくては
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いけないかと思いますけども、その内容は津波の場合であればすぐに高

いところに避難してほしいという趣旨でそういった活動はしていますけ

ども、ミサイルについても同様に少しでも安全な場所に動いてほしいと

いうことでチラシにも書いてありますので、それを是非読んで退避行動

を取っていただきたい。多分、ミサイルが飛んで来るまでに１０分も掛

からない。五、六分で飛んでくるという状況ですので、身近な安全な場

所に退避してほしいという広報の内容です。 

 

下瀬俊夫委員  だから無責任だって言うんです。身近な安全な場所はどこにあ

るんですか、一体。言うことが矛盾しているでしょ。市民がどこが安全

か分かりますか。自主防災組織なんかを通じて、具体的にこうしなさい、

ああしなさいって指示するんだったら分かるんです。何もなくて、ホー

ムページに載せるだけで、それを見て市民が分かりましたってなります

か。このＪアラートの問題もそうですが、物すごく無責任な気がしてし

ょうがないんです。身近な安全な場所ってどこですか。もし分かれば具

体的に教えてください。 

 

今本総務部長  先般、東日本では北海道のほうにミサイルが飛びましたけども、

ニュースを見ていますとどうしていいか分からない、何をしたらいいの

というのがありますけども、ミサイルが直撃した場合は結果が見えてい

るんですけど、近隣に落ちた場合にいかに住民の危険を防ぐことができ

るか、より被害を少なくすることができるかということを目的に皆さん

にお知らせをしている。だから、頑丈な建物に入ってください、そして

ガラスがある所からは離れてくださいとか、家の中でも安全な所に身を

伏せてくださいという、そういうお知らせをしているんです。安全な所、

シェルターがあるわけじゃないですから、そういう所は無理ですけども、

少しでも被害を少なくするための行動を住民の皆さんにお願いをすると

いうことでのお知らせだということです。 

 

下瀬俊夫委員  言っている意味が余り伝わっていないみたいですが、今言った

ように自主防災組織があるんだから、こういうものを通じてもっと市民

に徹底するんだったら分かるんです。そんなことはしなくて、身近な安

全な場所を探してくださいと言ったって、市民が分からないじゃないか

と言っているわけです。戦時中のように日常的に隣組で訓練してやって

いれば、空襲警報があったときにどうするかというのは皆分かるんです。

今はそんな時代じゃないわけでしょ。だから、ミサイルが飛んで来るよ、

危ないですよと言われたって、分からないんです、一般的に。そこまで
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あなた方が言うんだったら、きちんと自主防災組織を通じて日常的な訓

練をしてください。そこまでやらない限り誰も信用しませんよ、あんな

もの。 

 

今本総務部長  今、自主防災組織の中での訓練は毎年どの地区もやっておられ

ますけども、いつも同じような形で違ったものをという要望も出ていま

す。ミサイルのＪアラートの関係もありますので、そういった部分も含

めて自主防災組織の中での訓練、そういうものに取り組んでいただくよ

う、お願いしていきたいと考えています。 

 

中村博行委員  先ほど自主防災組織の組織率が９２％ということですけども、

組織が幾つあるのか聞きたいんですが。 

 

石田総務課主幹  今数字を持っていませんので、後ほど確認して報告します。 

 

中村博行委員  数が手元にないということですけども、実際に校区においては

動員を掛けたりして、それなりの数字も上がっているし、活動されてい

ると思うんです。しかし、個々の自主防災組織の活動は、一部、県でも

有名になった地域も含めてあると思うんですけど、自主防災組織を作ら

なければならないというムードの中で、形式的に組織を結成されたとい

うような思いがあるんですけども、市としてそういった個々の自主防災

組織の活動をどのぐらい把握をされているかという点について聞きたい

と思います。 

 

岩本総務部次長  自主防災組織の活動については、補助金申請があった組織、

２８年度は３９件と校区防災会が１０件、こういった団体の活動につい

ては報告を受ける中で詳細を把握することができていますが、それ以外

の組織の活動状況は残念ながら把握できていません。 

 

岡山明委員  １５９ページの委託金で実績報告書８ページです。スポーツ振興

費の委託金が１８８万円という金額ですけど、この種目が約二十何件あ

るような形ですが、この内訳、こういう人数でこの１８０万円を分ける

のか、１８８万円を２５団体に振り分ける根拠を教えていただきたいん

ですけど。 

 

川﨑スポーツ振興課長 スポーツ教室については、水泳、バドミントン、テニス

を開催しています。その１８８万２,０００円は講師の謝金、それからこ
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の教室を受講されます受講生の保険が対象となっています。 

 

岡山明委員  ２８目のスポーツ振興費の大会行事がありますよね。行事に対す

る費用は出てないんですか。 

 

川﨑スポーツ振興課長  ８ページの１の大会行事ですが、これは先ほどありま

した１５９ページの１３委託料の中の体育協会委託料を用いて、それぞ

れ競技団体が実施している大会もこの中に入っています。先ほどの８ペ

ージの実績、スポーツ教室がありますが、これについては１５９ページ

の８節報償費、１２節役務費、保険料が該当しています。 

 

岡山明委員  聞きたかったのが、普通いろいろな競技があるんですけど、グラ

ウンドゴルフの参加人数が３,０００名という状況で、若い人はサッカー

とかやりますけど、このグラウンドゴルフは６０歳以上の方がされてお

る。そういう状況で高齢者に対する支援が図られているかどうかという

部分で、市の高齢者に対しての補助があるかどうかを知りたかったんで

すけど。 

 

川﨑スポーツ振興課長  １５９ページの体育協会委託料、この委託料の中でも

各種団体が実施される大会についての補助は含まれます。それから、補

助金１９節の中にも体育協会補助金というのが１５９ページにあります

が、１０３万８,０００円、これも体育協会の運営費補助もありますけど

も、そういう補助金や委託料を体育協会が受けることによってその傘下

にあります各種団体、グラウンドゴルフ協会であるとかいう団体にも助

成金を出していますので、その中で大会を開催をしたりとか運営をした

りとかいう助成をしているところです。 

 

岡山明委員  そういう状況で、お願いということで、やっぱりグラウンドゴル

フを継続することで寿命を延ばすと、健康寿命を延ばしていただくとい

う意味で、高齢者に対するグラウンドゴルフが唯一競技大会に入ってい

ますので、しっかりと支援していただきたい。要望します。 

 

岩本信子委員  １５１ページの１９目の男女共同参画推進委員のことについて、

今までの実績表を見ても、ずっと何十年も同じで、女性会に委託したり

ということで、そろそろ女性対象じゃなくて男性対象も必要なんですよ

ね。それから、イクメンとか子育て大賞もこの男女共同参画の中に入る

んですけれど、同じことが何十年と繰り返されているんですけど、この
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事業の見直しを考えていくべきじゃないかと思いますが。女性ばかりで

はなくて男性も対象にしていくという部分は必要なんじゃないかと思い

ますが、いかがお考えでしょうか。 

 

石田市民生活課長  いろいろ肝入りで始まった女性の日ですけれども、女性の

日という名称を使って、今後も継続していくかは、確かに検討の時期で

はあると思います。ただ、男女共同参画を推進していく担当の課として

は、女性の日という名称を継承してやっていくかどうかは検討するとし

て、男女共同参画の推進という形でいろいろな講演会であるとか、それ

以外のワークショップであるとか、形を変えて、今後も継続してやって

いきたいとは考えています。 

 

岩本信子委員  それは分かります。でも、ずっと女性ばかりで、男性が今まで

参加されたっていうことはありますか、講演会にしても何にしても。あ

まり見たことないんですけれど、そういう点はどう考えているかってい

うことですよ。男女共同参画なら、今、男のほうが意識を変えてもらわ

ないといけない部分が多いんだと思うんですけれど、どうですか。そう

いう意味においての男女共同参画推進事業の見直しについては、いかが

お考えですか。 

 

石田市民生活課長  この女性の日の講演会等に男性の出席があるかどうかとい

う話ですけれども、平成２８年度に関しては、男女双方の視点で災害に

強い地域づくりをという題目で講演会を行いました。これは避難所等の

設置の仕方において、どうしても男性目線で進んでしまう傾向がある中

で、女性の視点をそういう避難所の設置状況にも反映させて、計画の段

階でそもそも女性を入れてやっていこうじゃないかという話を聞く中で、

４２５名の参加がこの講演会ではあったんですが、男性も半数位はいた

と認識しています。 

 

岩本信子委員  分かりました。この女性の日に男性が半分いたということは評

価できると思いますが、私は事業全体を女性の日の啓発事業ではなくて、

男女共同参画事業として全体を見直してほしいと思っていますので、一

応要望しておきます。今から新しい男女共同参画もいろいろ出てくると

思いますので、検討ください。 

 

中村博行委員  １５１ページの上に中学生海外派遣事業委託料がありますが、

６中学校で各１名というのがずっと続けられていると思うんです。しか
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しながら、やはり生徒数も随分違うので、ゼロは困ると思うんです。で

すから、生徒数の多いところには少なくとももう１名を加えないとバラ

ンスが取れないんじゃないかと思うんです。教育委員会等々の答弁では

今まで随分と検討されてきたという答弁を聞いていますけれども、保護

者等の意見もしっかり聞いて、その辺のバランスも取っていかなくては

ならないのではないかという気がしますが、今後どのように考えておら

れるかお尋ねします。 

 

石田市民生活課長  この中学生派遣事業に関しては、過去からいろいろな意見

をいただいています。平成２７年度にいろいろ協議して、選考の仕方が

今のままでいいのか、１中学校１名の選出でいいのか、その辺は教育委

員会と一緒に校長先生の意見も聞きながら検討して今の形になっていま

す。ただ、今年度に入り、校長先生等が代わられた学校もあり、いろい

ろな意見をいただいています。今後に関しては、もう一度中でしっかり

協議して、今の形を続けるのか、もう少し生徒数の差も勘案してやって

いくかどうか、その辺は検討するつもりです。 

 

中村博行委員  二、三年前でしたが、成人の日の成人代表の挨拶で議員みんな

が驚くほどの発表をされた方がいるんですよね。その方もやはりこの派

遣事業で行かれた。そして行った人の話を聞いてみると世界観が変わっ

たと、もう１回行ってみたいということで視野が大きく広がっているわ

けです。ですから、そういう面を踏まえて、やはりもっと検討を深めて

いってほしいと思います。 

 

河野朋子委員  男女共同参画のところですけど、先ほど岩本委員も言われまし

たけど、女性の日の名前を考えていただきたい。それとは別ですが、実

績のところでＤＶの相談件数は５４件とあって、過去５年間を見てみる

とかなりの勢いで増えているんです。それがすごく気になったんですけ

ど、なぜこれだけ増えているのか、原因が分かりますか。 

 

石田市民生活課長  ＤＶの件数が増えていることについて、原因はなかなか申

し上げにくい状況にあります。ただ、５４件と２８年度に出ていますが、

悩んでいる方が市役所の市民生活課やいろいろな相談窓口があることを

知っていただいてきた結果、５４件ということもあるでしょうし、ＤＶ

自体の件数が全国的に見ても今増えている状況ですので、そういった時

代の流れもあって増えてきているという状況なのかなと思います。 

 



 

61 

 

河野朋子委員  窓口をどのように知って来られているか、むしろ窓口が分から

ないということもありますし、今どういう状況なのか教えていただきた

いと思います。 

 

石田市民生活課長  女性の方は、スーパーとかデパートとかに行ったときにト

イレにカードが置いてあると思います。悩んでいる方はこちらに電話を

とか、こういったところに窓口がありますよというカードが置かれてい

ます。ＤＶ相談のホームページ等を見ていただければ県内のいろいろな

相談窓口も載っていますし、各市町の相談窓口はこういうところになり

ますという記載があります。そういうのを見て来られるケースもありま

すし、ダイレクトにうちの課に来ていただいて相談を受けることもあり

ますが、多くは警察とか、ほかの男女共同参画センターから連絡があっ

たりだとか、そういった形で相談を受けるケースの方が若干多いかなと

感じています。 

 

河野朋子委員  相談に来られた方に対する対応がすごく難しいと思うし、大事

だと思うんですけど、現状窓口でそういったことに対しての専門的な対

応のできる職員が対応しているのかお聞きします。 

 

石田市民生活課長  今言われたように、ＤＶ相談というのはとてもデリケート

な問題ですし、なかなか相談を受けるのが難しい案件にはなっています。

今市民生活課で対応しているんですが、基本的には女性の職員、私を含

めてですが、なるべく２人で対応するようにしています。その辺のスキ

ルアップについてですが、県の主催する研修については必ず職員が出席

するようにしていますし、昨年度から若年層を対象にしたＤＶの研修で

あるとか、今年度に関しては埼玉県でのＤＶに関係する研修会にも職員

を派遣して、学んできた知識を他の職員にきちんとフィードバックでき

るような形で、マニュアル等も見直しながらやっている状況です。 

 

岩本信子委員  女性トイレは男の人が入ることはないから、女性が自分で気に

なったらぱっと取って帰れるという情報の発信の仕方はとてもいいなと

思ったんですけど、うちではそういうことはお考えにはなりませんか。 

 

石田市民生活課長  うちの中でもそういったものを作って配置することも今考

えてはいますが、相談体制がまだ不十分なところもありますので、職員

２名で対応しているということを話したと思うんですけれども、何一つ

同じケースがなくて、一つずつとてもデリケートですし、とても神経を
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使います。相談には来ていただきたいとは思うんですが、当然相談窓口

ということで周知をすれば、当然それなりの受入れ体制もきちんと整え

ておかないと、中途半端なものにもなってしまいますので、今後その辺

も含めてその辺の強化、充実を図る中でそういった体制が整えばそうい

ったカード等の配布についても検討してはいきたいとは思っています。 

 

岩本信子委員  結局相談体制ですよね。今増えているというよりも、ずっと潜

在的にあったものが、相談体制があっちこっちでできているから、こん

なに数が増えてきているんですよね。だから潜在的にはずっと昔からあ

るものだと思いますので、相談体制を早く整えて、課題がはっきりして

いるんだったら、そういうところをきちんして、できるだけＤＶで苦し

んでいる人を助けてほしいなと思います。要望です。 

 

岡山明委員  １５３ページの自治会館の建設補助金で、この実績報告書の６ペ

ージの部分ですけど、増改築６件、この中に山野井が入っていますね。

今回、議会報告会を夜やりましたが、クーラーがないんですよね。増改

築にクーラーの設置は適用されるか、適用除外か確認したいんですが。 

 

石田市民生活課長 建設補助金についは、建物のみになります。例えばクーラ

ーが建物にはめ込み式、建物と一体型であれば、補助金の対象となりま

すけれども、自宅にあるようなクーラーであれば建物に付随するものに

なりますので、補助金の対象にはしていません。 

 

岡山明委員  自治会館に関しては据付け以外で普通に設置しているものは、あ

くまでも自治会が個人負担しているという解釈でいいんですか。 

 

石田市民生活課長  クーラーを付けたいといった希望もあって、それも含めて

申請があった場合には先ほど説明した内容を伝えて、その部分はのけた

もので補助金の計算をしています。 

 

下瀬俊夫委員  ＤＶの関係で緊急時のシェルターの対応が要るんじゃないかな

と思っていますが、先ほど相談体制の問題を言われましたが、シェルタ

ー等も含めて具体的な対応ができる仕組みを作っていくと理解していい

んでしょうか。 

 

石田市民生活課長  シェルターについては、宇部市の男女共同参画センターと

か、山口県の男女共同参画センターとか、そういったところに連絡を取
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り、相談に来た方が被害に遭わないような形で対応しています。先ほど

ＤＶ相談の強化、充実をしていきたいということで話をしましたが、シ

ェルターに関しては予算的なものも当然関係してきます。他の市町であ

るのがホテルと契約して何かあったときにという対応をしているところ

もありますが、実際それがどれくらいの予算が必要で、どういう形でや

っているかは今後検討してやっていきたいとは思いますが、シェルター

を含めての充実というところまでは、今のところは考えていません。 

 

下瀬俊夫委員  そうするとこの５年間の実績で、シェルターに隔離しなければ

いけない事例があったのかなかったのか、教えてください。 

 

石田市民生活課長  この５年間には県の男女共同参画センターに連絡して、そ

ちらに一時的に避難したというケースはあります。 

 

下瀬俊夫委員  引き続いて、女団連のことでお聞きします。この補助金１７万

６,０００円が出ているわけですが、基本的に女団連の運営費と見ていい

でしょうか。 

 

石田市民生活課長  女団連の補助金１７万６,０００円ですが、女団連でいろい

ろ研修会とか、新春の集いとかいろいろな活動をされています。それに

対しての補助金と考えています。 

 

下瀬俊夫委員  結局、市の補助をもらって、いろんな講演会とか集いをやられ

るということですよね。これまで往々にして、特定の党派に偏るような

講師が講演するという事例が何回かありました。やはりこれは、そうい

う特定党派に偏らないということが、公費を使うわけですから、当然だ

ろうと思っているわけですが、そこら辺については行政としては一定の

注文等はできるんですか。 

 

石田市民生活課長  基本的には女団連の意向を尊重したいとは思っていますが、

議員言われるのは何年か前にあった新春の集いの件と思いますが、講演

会を行うに当たって、いろいろな意見をいただきましたので、今後講演

会の講師等を選ぶ段階で、事務局を今こちらで持っていますので、いろ

いろ助言等はしていくつもりです。 

 

下瀬俊夫委員  国際交流について、モートンベイとの姉妹都市提携は成果とし

てはあるわけですが、具体的に近々何かイベントがあると聞いています
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が、この場で発表はできないでしょうか。 

 

石田市民生活課長  ９月３日から６日までモートンベイ市長初め、計５名の方

が山陽小野田市に来られます。 

 

下瀬俊夫委員  １５１ページの自治会活動ですが、１番下の文書配布委託料の

内容を教えてください。 

 

石田市民生活課長  文書配布委託料ですが、毎月２回自治会便を配布していま

す。自治会ごとに配布文書を整理して、それを各自治会長のお宅に届け

てもらう業務になります。 

 

下瀬俊夫委員  各自治会長に届ける、いわゆる配送便ですね。 

 

石田市民生活課長  はい、そうです。 

 

河野朋子委員  今のところで、これは個人に委託されているわけですよね。委

託について見直しとか今後考えていますか。 

 

石田市民生活課長  この文書配布の委託については、個人の方にやっていただ

いていますが、他市の状況等も参考にしながら検討していく予定ではあ

ります。 

 

河野朋子委員  それは今個人に委託していることで何か改善しなくてはいけな

い問題点が出てきたということでしょうか。 

 

石田市民生活課長  具体的に何か問題があるということではないんですが、ず

っと長い間やっている方もいるんですけど、未来永劫というわけにはい

きませんので、いつかの時点での配布していただく方が変わっていくと

ていうことがあります。そのときに今各個人の方がやりやすい配り方で

やっていただいているところもあり、その人が変わったときに即対応と

いうのがなかなか難しいケースも考えられますので、その辺も踏まえて

そういう事態が生じないような形でやれないか今検討しているというこ

とです。 

 

下瀬俊夫委員  防犯灯です。積み残しがどの程度あるのか。ＬＥＤです。これ

についてお答えいただきたいと思います。 
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吉村生活安全課長  現在防犯灯の助成事業については、４５％のＬＥＤ化を行

っています。したがって、残り５５％のＬＥＤ化が必要であると考えて

います。防犯灯の灯数については、５,７１３灯と把握していますので、

残りの灯数を今後ＬＥＤ化していかないといけないかなと思っています。 

 

下瀬俊夫委員  今の話は本当ですか。というのは、本来、行政が一方的に変え

てあげましょうというわけじゃないでしょ。希望があって初めて変える

わけでしょ。だから、希望の件数はどの程度あるのか、残りです。残り

５５％全部やるということですか。 

 

吉村生活安全課長  希望があればＬＥＤ化を進めていくと。 

 

下瀬俊夫委員  希望があるからやるわけでしょ。その希望がある分の積み残し

はどれぐらいあるんですかって聞いている。 

 

吉村生活安全課長  残り５５％で各自治会が全てＬＥＤ化にしたいかどうかと

いう調査はしていませんので、希望はどれぐらいあるかは把握してない

です。 

 

下瀬俊夫委員  以前は申請に間に合わなくて積み残しがかなりあったんですよ

ね。その申請部分は全部終わったんですか。 

 

吉村生活安全課長  平成２８年度から募集を掛け、年間できる灯数を決めて、

計画的にやっていますので、当選したものについてはＬＥＤの工事をし

ており、希望がなければＬＥＤの工事をしていないという。 

 

下瀬俊夫委員  いや、だからね。基本的に申請主義なわけでしょ、補助金だか

ら。だから、申請があった件数は基本的に全部済んでいるんですか。そ

れとも積み残しがあるんですかって聞いているわけですが、積み残しは

ないわけですね。 

 

吉村生活安全課長  抽選で漏れた灯数があります。何灯か、何自治会かは今こ

こで正式な数字は言えませんけれども。 

 

矢田松夫委員  何点かお聞きしますが、国際交流協会と女団連の補助金の通帳

はどこが持っているんですか。 
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石田市民生活課長  事務局が市民生活課にありますので、市民生活課で保管し

ています。 

 

矢田松夫委員  ですね。トンネル会計みたいなようですので、できるだけ独り

立ちというか、補助金をもらって、その補助金を市の職員が通帳に入れ

て管理して、また出し入れするというのは、普通の状態では考えられま

せんので、是非とも是正していただきたいと思っています。通帳をその

団体に戻して、自主管理させる、これが本来の建前ですが、どうですか。 

 

石田市民生活課長  市が事務局を持っているものに関して、自立といいますか、

独り立ちという意見はいただいています。自立できるところに関しては、

一足飛びにはなかなかやれないところもありますので、その辺はいろい

ろ指導等をする中で、そういった形に持っていければいいなとは考えて

います。 

 

矢田松夫委員  いいなではなくて、部長どうですか。いいなでは困るよ。 

 

城戸市民生活部長  もちろんそういう方向で今動いてはいますけれども、課長

が申し上げたように、すぐあしたからというわけにはいきませんので、

その辺はしっかりとその団体の育成も含めて進めていきたいとは考えて

います。 

 

矢田松夫委員  それから、１５２ページの２１目市民活動推進費の中で随分残

っていますよね。これやっぱり行事がなかったということで理解してい

いんですか。 

 

石田市民生活課長  諸行事補助金のことだと思いますが、２８年度分に関して

は小野田の七夕花火と市民カーニバルが中心になっています。その分の

補助金額が減っていますので、総額が例年に比べたら少ない形になって

いると思います。 

 

矢田松夫委員  この二つに今までそれほど補助していたということで理解して

いいんですか。 

 

石田市民生活課長  小野田の七夕花火については、補助の金額が１５０万円で

した。市民カーニバルについては１８万円となっています。 
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下瀬俊夫委員  小野田の花火大会ですね、昨年と今年もなくなったということ

で、やはり花火がなくなったら寂しいもので、復活を望む声を何人から

も聞いています。いろんな問題点があったというのは聞いていますが、

もっと行政として積極的にこの問題に関与して解決するということはで

きないものか、お答え願いたいと思います。 

 

石田市民生活課長  小野田の花火大会については、残念ながら平成２８年度中

止となっています。今年度、この小野田の七夕花火大会を継承して、８

月１１日の山の日におのだ七夕祭りということで、小野田運動広場で開

催をしています。様々な催し物がある中で１番最後、隣接する山陽小野

田市のサッカー場から特殊効果の花火の打ち上げと光のバルーン演出と

いうことで空に光るバルーンを飛ばすという催し物もありました。おの

だ七夕花火自体は中止ですけれども、その形を継承して今年度おのだ七

夕祭りが開催されていますので、それが今後どういう形で発展していく

かまだ分からないところはありますが、市民主体でいろいろ進んでいく

ことを希望しています。 

 

下瀬俊夫委員  一つはやっぱり規模の問題ですよね。それが本当に市民的にこ

れが広がっていくかどうかの一つの鍵だろうと思います。それからもう

一つの問題は、これまで合併直後からやられてきた市民、市挙げてのお

祭りだったわけですが、これが一体感の醸成が出来上がったということ

で中止になりましたよね。これについても、もう全市的なお祭りという

のは基本的にもうやめていくということでしょうか。 

 

石田市民生活課長  今後について、それをやめていくのか、また新しい形で行

うのか、その辺はまた全庁的に検討していきたいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員  市としてはどうですか。本当に一体感の醸成が作れるようなお

祭りになるかどうかなかなか難しい問題もあると思っているんですが、

そこら辺については行政としてはどう考えているのか。 

 

石田市民生活課長  祭りについては、今までの市民祭りを継承するような形で

やる祭りなのか、祭りという名前は付きますけども一日限りのイベント

なのか、例えば行政主導でやっていくとなったときに、どういった形で

やっていくのかも検討する必要がありますし、今いろいろな意見がある

中で、そういった祭り、イベントを行政主導でやることについてもいろ
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いろ考えないといけない状況にもあろうかと思いますので、その辺はま

た全庁的に検討していきたいと考えています。 

 

笹木慶之委員  １４７ページの災害応急工事の委託料について、これは災害応

急工事ですから、工事でやるんですが、この資料を見てみますと、土木

課と農林水産課と都市計画課にそれぞれ委託しているようですね。この

仕組みを教えていただけませんか。 

 

石田総務課主幹  災害応急工事については、予算は総務課の防災費に付いてい

ます。そして、災害応急工事が必要な事案が生じた場合、土木課、農林、

都市計画課などの関係部署に予算の執行委任をして、土木等の担当課で

工事を執行していくということです。 

 

笹木慶之委員  執行委任ということは、支払は総務課で起票するということで

すね。 

 

石田総務課主幹  執行委任した先の事業課での支払となります。 

 

笹木慶之委員  そうすると、その事業課が総務課の持っている防災費の委託料

から支出する手続を執るということですね。 

 

石田総務課主幹  そのとおりです。 

 

笹木慶之委員  その次をお尋ねしますが、これは応急工事ですから完全な現況

復旧まではいきませんよね。その後の工事箇所の管理はどなたがされる

んでしょうか。 

 

石田総務課主幹  それについては、それぞれの場所の管理者が管理するという

ことになります。 

 

笹木慶之委員  よく分からないんですが、例えば土砂崩れがあって道を塞いで、

その土砂を除去したという状態が応急手当ですよね。ところが、土砂崩

れをしたところは次にまた土砂崩れを起こす可能性を持っている。その

危険箇所の管理はどこがするんでしょうか。 

 

石田総務課主幹  例えば土砂崩れの箇所が民地で、それが市道に土砂が流れ込

んできたという例で申しますと、工事した後はあくまでも所有者が管理
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すべきことであると考えています。ただ、土木課としても市民生活を守

るためにそういった場所の警戒、日頃の監視、そういったことは行って

おく必要はあると考えています。 

 

笹木慶之委員  その管理は総務課がされるんですか。それとも、土木関係であ

れば、土木課がされるんでしょうか。 

 

石田総務課主幹  基本は被害のあった施設の管理者、市道であれば土木課とな

ると考えています。 

 

笹木慶之委員  なぜ聞くかというと、今の体制がいけないということを言って

いるわけではなく、よく動いていることは分かっていますが、ただ問題

は１番最後の部分です。取りあえず除去して除去された段階でまあまあ

適切な対応がされている。ところが、次のときにそういう災害が起こる

可能性がある箇所があるんです。ところが、現場での発言が応急手当だ

からこれ以上できませんと言って危険な状態を放置して作業を終わると

いう例が現実問題あったんです。それでいいのかという疑問を感じてい

るんですが、そういったところの管理が、件数見てみると相当あるんで

すよ。もう１回のければほとんど問題ないような所もありますが、そう

いう箇所があるということ。それから次に、逆に土砂崩れを起こしそう

な、道路の側面が崩れて、取りあえず応急手当してある。ところが、危

険ですよという赤いコーンが２年も３年も置いてあるっていう所が、そ

の工事は大きな財源を要するということで、できれば災害に載せたいと

いう気持ちも分かるんですが、果たしてその安全確認が十分できている

んかなと。もし事故が起こったら道路管理者の責任になるんですよ。と

いうことで、総務課のほうに委託料として組んで、原課に委託するとい

う形ではなしに、もちろん災害対策関係は総務であることは間違いない

わけですが、この応急手当はダイレクトに担当課に組んだほうがいいん

じゃないかと思うんですが、部長どう思われますか。 

 

今本総務部長  議員が指摘されたところは行政として非常にジレンマを持って

いて、本当に難しい問題だと思っています。特に民有地が関わった場合、

市がどこまで対応するかというところの問題に関わってきて、ここに公

金を支出することは非常に難しいと考えているところです。ただ、そう

は言ってもやはり市民の生活を守るために何らかの措置をしなくてはな

らないということで、この災害応急工事の制度で対応しているところで

す。実際の管理に当たっては、民有地であれば、工事を行う際にはその
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後は管理者として適正な管理を行っていただくよう口頭での指導になる

かもしれませんけれども、そういった指導も併せて行う中で工事に対応

するということが、今後ますます必要になってくるのではないかと考え

ているところです。 

 

笹木慶之委員  最後にしますけれど、公共の用に供するものとの接点、例えば

道路であれば、道路管理しているところが応急手当をして、最後まで面

倒を見るということです。だから、そちらのほうで予算を組んだほうが

いいんじゃないかと。総務課を通して、そして土木にいくと。農林関係

であれば農林、土木であれば土木、都市計画であれば都市計画で応急手

当をダイレクトにやって、事後管理していく仕組みのほうがいいんじゃ

ないかと思うんだけど、結論は出ないと思いますが、どう考えますか。 

 

川地総合政策部長  目的別に予算を組んだらどうかという話ですけど、この災

害、最近当初予算では足りなくて、予備費からの流用とか補正予算で対

応とかいろんな形があり、金額の配当もどれぐらいしていいか分からな

いということもありますので、総務課のほうで応急避難的な委託という

形で、何百万円かで組んで、そこで一括管理してもらうという事情もあ

ります。民地に関しては土木でやるのか、民地の所有者とやるのか、そ

の辺の協議もありますので、それはケースバイケースになりますので、

市の考えとしてはやはり応急的なものに関しては総務課の防災費のほう

に置いて、そこで一括して使っていくというやり方のほうがやりやすい

のではないかと考えています。 

 

笹木慶之委員  要は事業の継続性のことを言っているんです。やっぱり安全安

心というテーマの中で事業を進めれば、どこか責任を持って管理しない

といけないんじゃないですか。そうすると、総務が委託したんですから、

責任は総務に戻ってくるということになると思います、本工事をするま

では。土木なら土木に移管されていれば当然みますけど、総務課では管

理できないでしょ。そこを言っているわけ。その仕組みをきちんとして

もらいたいと思います。 

 

岩本信子委員  さっき中途半端になったんですけど、先ほどの市民活動推進費

のところで、結局１７０万円ほど不用額が出たというのが市民カーニバ

ルをされなかったということですが、お聞きしたいのが、この活動推進

費の根拠、ここにいろいろ諸行事はありますが、これを見る限りにおい

ては、かなり歴史があって、ずっとされているような行事ですよね。市
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民カーニバルは去年されなかったんですが、まだ歴史が浅い。このよう

な行事に対して市民活動推進費が使えるのかお聞きしたいんですけど、

いかがですか。 

 

石田市民生活課長  この補助金ですが、市の補助金交付規則の中にあり、それ

を踏まえて地域の諸行事補助金交付要綱というのがあります。その中に、

例えば急に祭りを始めるから補助金くださいと言われてももらえるもの

ではなく、いろいろ書類を出してもらって、初年度は基本１０万円です。

継続してやっていただけるという時点で、２年目から１８万円に金額が

上がるような形になっています。 

 

岩本信子委員  それで、市民カーニバルはそれに該当するのかどうかっていう

ことをお聞きしているんです。 

 

石田市民生活課長  地域諸行事補助金交付要綱の中に補助対象事業として市民

カーニバルが入っています。 

 

岩本信子委員  いつ入ったんですか。市民カーニバルはたしかまだ二、三年く

らいじゃないかと思うんですけど、そのときに入れたんですか。 

 

石田市民生活課長  平成２５年度に市民まつりが中止になりましたので、その

後平成２６年度ぐらいから市民カーニバルをいろいろな市民団体による

実行委員会という形で始まっていると思います。その当時にこの要綱の

中に市民カーニバルを対象事業として入れるか検討して、市民まつりが

なくなって、まちに活気がなくなったことを埋めるような形でやる祭り

ということで、きちんと決裁を取った上でこの要綱に対象事業として入

れて、初年度に関しては１０万円支出しています。 

 

岩本信子委員  おのだまつりの代わりに市民カーニバルが始まったということ

で、要綱的には問題なく入れたということでよろしいんですね。 

 

小野泰委員長  ここで５０分まで休憩します。 

 

午後３時４０分休憩 

 

午後３時５０分再開 
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小野泰委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。 

 

吉村生活安全課長  先ほど下瀬議員から、積み残しの防犯外灯は何灯あったの

かという質問で、１２月現在ですけれども、２２自治会、１０５灯の積

み残しがあります。１２月の抽選では５２自治会、２３０灯の申込みが

あり、３０自治会、１２５灯の防犯外灯を実施することができました。 

 

下瀬俊夫委員  それは、あくまで希望ですよね、１２月現在での。これから、

当然また出てくるわけですよね、可能性としては。だから、先ほど残り

５５％みたいな話があったけど、全くそれは、今後の方向としても、あ

まり意味のない答弁ですよね。 

 

岩本総務部次長  先ほどの回答漏れと説明の修正をします。自主防災組織の組

織率についてで、自治会単位での自主防災組織の組織数ですが、２８７

自治会です。次に、説明の訂正で、自主防災組織の組織率については、

「自主防災組織が組織されている世帯数」割る「全世帯数」ということ

で計算するようになっていますので、今回、自主防災組織率が減少した

原因は、全世帯数が若干増えたということもありますが、自主防災組織

が組織された自治会の世帯数の合計が減少したことにより、組織率とし

て減少となったものです。この組織率の計算方法については、国の定め

た基準に従い、当初から同様の計算方法でお示ししているところです。 

 

下瀬俊夫委員  先ほどの諸行事で、補助要綱の中に規定されていない行事は基

本的に対象外と理解していいんでしょうか。 

 

石田市民生活課長  諸行事補助金については、交付要綱の中に対象事業として

上げたものに対して補助金を出しています。ただ、新しい祭り、例えば

市民から「こういった祭りをしたい」ということで、この補助金を受け

たいという申請があれば、その中身を精査して、補助金交付要綱に追加

して対応することも検討します。 

 

下瀬俊夫委員  この諸行事の中に、厚狭のひなめぐりがないんですよね。これ

は、かなり歴史的にも長い間やっておられるわけですが、これは申請が

なかったということでしょうか。 

 

石田市民生活課長  私が知る限りでは、そういった申請が出たという話を聞い

ていません。 
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下瀬俊夫委員  ひなめぐりは、水害によって町並みそのものがかなり変わって

きたという面はあるわけですが、しかし、ずっと継続されていますよね。

市外からも、それなりにお客さんが見物に来るという状況もあって、こ

れは申請をされれば、当然こういう諸行事の助成対象になるんじゃない

かなと思っているわけですが、まず申請があったかなかったかというと

ころが鍵なわけですね。 

 

石田市民生活課長  過去において、申請があったかどうか現在確認することが

できません。ただ、この交付要綱の中に補助金交付申請書があって、そ

れに基づいて申請をいただいて補助金を出しているんですが、その前段

階として、「こういった祭りについて、こういった内容のもので、こうい

った対象者で、こういった予算でやります」という申出をいただければ、

その中身を精査して、それがほかの対象事業の祭りと同等の内容であれ

ば、対象から外すということは恐らくないと考えます。 

 

下瀬俊夫委員  １５２ページ２２目の債権対策で、資料を見ると滞納処分の件

数が出ています。その中で、預貯金が２４４件と書かれています。以前

から若干議論があったところですが、例えば給与とか年金とかが預貯金

に振り込まれれば、それは基本的に救済対象にはならない、そういう対

象として滞納処分がされている場合もあるのか。これについてお答え願

いたいと思います。 

 

辻永債権特別対策室長  基本的には預貯金に振り込まれた状態ですので、以前

話題になった児童手当、そういったものと似た考え方は当然あるとは思

います。ただ、現在やっている対応としては、基本的に全額押さえると

いうことはしていません。相手が生活に困らない程度の金額をある程度

考えた上での差押えということで対応しています。 

 

下瀬俊夫委員  いや、温情主義で言っているわけじゃないんです。隣に「給与

１８件」「年金９件」とありますよね。給与とか年金を押さえる場合は、

当然法的に許容範囲がありますよね。その許容範囲を守っているかどう

かが問題なんです。債権対策室の温情主義で、その人の生活ができる範

囲という恣意的な範囲で決めるのではなく、法的な救済措置がされてい

るのかどうかお答え願いたいと思います。 

 

辻永債権特別対策室長 給料が幾ら入って、差押えが可能な額が幾らになるか
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は、預金に入った時点での状況で計算することは基本的に難しいとは思

いますけれども、ある程度、その辺りは考慮した上で金額を見積もって

対応していると考えています。 

 

下瀬俊夫委員  基本的にほとんどの事業所が給与振込みですよね。そういうと

きに、満を持して用意ドンで押さえるという格好になっているんじゃな

いかなと思うんですが、給与とか年金等とかは、法的に押さえる範囲が

限定されているわけですから、そこら辺をきちんと守って滞納処分され

ているのかその点だけなんですけどね。 

 

辻永債権特別対策室長  実際に給与や年金を差し押さえる場合、そこは守って

いますし、給与が入る預貯金であっても、その辺は、それに準じて守っ

ています。 

 

岩本信子委員  件数は２９７件とあるんですけれど、金額はどのぐらいでしょ

うか。 

 

辻永債権特別対策室長  あくまで差押えに対応する金額ということになります

が、２,２５０万円程度になります。 

 

下瀬俊夫委員  ２３目文化振興費です。２８年度の行事を見てみると、かなり

入場者のアンバランスがあるんですが、以前から、文化行事、特に文化

会館を活用するのに、クラシックのもっと積極的な活用が必要じゃない

かということを提起したことがあるわけですが、この行事の中には、そ

ういうクラシックの音楽がほとんどありません。その辺の計画は今後ど

うされるのかお聞かせ願いたいと思います。 

 

西田文化振興課長  クラシックのコンサート等、文化事業を計画するに当たり、

技術顧問といろいろ協議しているんですが、大ホールの音響がいいとい

うことは文化会館の売りですから、そういったことは計画はしていきた

いと思います。現在は、クラシック関係で言いますと、毎年７月に行っ

ていますサマーコンサートだけで、音響の効果を最大限に発揮できるよ

うなバイオリンとか、そういった演奏が少ないと思います。そういった

ことは、もう一回協議して、来年度すぐには実現できないかもと思いま

すし、また、興行的な面もある程度考慮もして、その辺は前向きに検討

していきたいとは思っています。 
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下瀬俊夫委員  実は以前も提起したことがあるんですが、会員制にするとか、

市民の力でいろんな行事を支えていくという仕組みを作らないと。そう

はいっても、あのホールを一杯にするということは難しいし、興行的に

成功させるというのはなかなか難しいわけですよね。やはり、市民の皆

さんにあのホールを積極的に愛してもらうという意味からも会員組織に

していく仕組みができないものですか。 

 

西田文化振興課長  会員制といいますか、友の会といいますか、それは非常に

大切なことだと思っています。ただ、友の会を作るとなると、ある程度

の事業の規模、それだけの主催文化事業もやっていかなくてはいけない

という面もありますし、いろいろな体制整備も必要になってこようと思

います。今いろいろな面で、今後の体制作りについては協議しています

ので、そういった市民の方が積極的に参加できるようなことは考えてい

きたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員  この問題は、きょう初めて言ったわけじゃないんですよ。以前

も「積極的に、そういう方向で取り組んでいきたい」みたいな答弁もい

ただいたことはあるんです。担当者が代わると、今みたいに「是非これ

から」という同じ答弁になってしまうんですよ。以前からそういう議論

をしているわけですから、議論の継続性はもっと必要じゃないかと思う

んですが、今初めて聞かれたんですか。 

 

西田文化振興課長  これは財団等も含めて、非常に難しい面もあります。その

辺はいろいろ考えていますし、決して全然考えてないというわけではあ

りません。 

 

下瀬俊夫委員  市民館で耐震化の結果が出たわけですが、市民に対する説明会

はどうするのか。それから、耐震診断の結果、文化ホール０.０９という

数値、これをどう理解しているのか。この２点についてお聞かせ願いた

いと思います。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長  市民に対する説明会については、８月２９日に

市民館で、８月３０日に厚狭地区複合施設で行っています。市民の方は、

８月２９日は１３名、８月３０日は２名、お越しいただいています。そ

れから、耐震数値の０.０９という数値をどう捉えているかということで

すが、私も当初は勉強不足だった面があって、以降いろいろ調べたとこ

ろです。まず、階ごとに何箇所も調査を行い、その階で標準値の０.６を
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下回っている所もありますし、０.６を上回っている所もある。ですが、

数値として表す場合は、１階は１階の中での最低数値の０.０９を採用す

るということになっていますので、勉強した結果ですが、部分的にＩｓ

値が低くて不安定な部分もありますが、部分的にはＩｓ値が満足してお

り耐えられる部分もありますので、ゾーンごとに考えて、例えば文化ホ

ールでは、結果から見ると、ホールの中が一部、１階、２階、３階部分

の柱が弱い。それから、つり天井が弱い。体育ホールについては、２階

とＲ階、屋根の部分が弱い。１階はある程度丈夫と捉えています。 

 

下瀬俊夫委員  １３人と２人という参加者ですよね。小野田にある市民館の状

況の説明会を山陽側でやられて２人でしょ。小野田にある市民館の問題

意識は、やっぱり地域の住民の皆さんだろうと思うんですね。これを山

陽でやってどんな意味があるのかなと考えるわけですが、市民の皆さん

は、皆さん納得したんですか、説明に。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長  Ｉｓ値の話はもちろん出ましたが、多くは、市

民の方の関心事は、今使っている状況の代替はどのようになるだろうか

というところでしたので、それには丁寧に対応していきたいとお答えし

ているところです。 

 

下瀬俊夫委員  委員会に出された資料は震度６で崩壊すると書かれていました

よね。震度６で崩壊をするというだけではなしに、０.０９の数値につい

て、私は専門家何人かから聞きました。それで、「とんでもない話だ」と

いう話を聞きました。通常が０.６ないし０.７だと。それを大幅に下回

っている以上、通常の使用をさせること自体が問題ではないかというの

が専門家の回答でした。これまでの話では、耐震化をしながら市民には

利用してもらうということですよね。何が起こるか分からない状況なの

に、このまま利用させるということに大きな問題があるんじゃないかと

いう議論になったら、これから使用しようとされている市民に迷惑が掛

かると。だったら、迷惑が掛からないように、山陽側のホール等の活用

も含めて、積極的に市民館の文化ホールを閉鎖するぐらいの対応はでき

ないものだろうかと。市民の命を考えれば、そういう対応だってあり得

るんじゃないかと思うんですが、いかがですか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長  その点についても、今後どのように対応するか

を検討しているところです。ですが、今、市民館は半年先まで利用がで

きるということになっており、実際に半年先の２月ぐらいまでは使用申
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請が出て、実際に許可書を出している状態ですので、これを全て停止し

て、「利用できませんので、他の施設で」ということになると、やはり混

乱が非常に生じるということもいろいろ総合的に考えて、今後どうする

かということを他の部局ともいろいろ詰めているところです。 

 

下瀬俊夫委員  だから、具体的に市民の命に関わる問題だという前提の話で、

この問題は、だからこそ市民の皆さんとの懇談が必要じゃないかという

ふうに思っているわけです。だから、使用制限をすると迷惑が掛かると

いう発想自体が間違っていると思えません。文化会館のネーミングの問

題については、以前も提起をしてきました。３年置きに業者が代わるた

びに呼び名が変わっていくという仕組みになっていくわけですが、たっ

た数百万円のためにせっかくのホールが定着しないということになって

しまいます。いわゆる文化会館の名前を売るということについて、今後

とも続けるということになるのかどうなのかお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長  ネーミングライツについては、現在３年目を迎

えており、平成３０年５月で、今の不二輸送機工業が満期を迎えるとい

うことになりますが、今後は、不二輸送機と話合いをしながら、継続さ

れるのか、それとも退かれるのかということを聞きながら、継続される

ということであれば、優先的な交渉権があるとなっていますので、そう

いった形で話を進めていくようになると考えています。 

 

下瀬俊夫委員  不二輸送機ホールというネーミングそのものに、大変違和感が

あるわけですよ。金のために、文化ホールという大事な市民の財産を特

定企業の名前に委ねてしまうというところに問題があるんじゃないかっ

ていうことを言っているわけですね。結局、金さえ入ればどうでもいい

んだっていう考え方ですかっていう話ですよ。文化とはほど遠いじゃな

いかと。あそこは「さんさんホール」というネーミングがあったんです、

できた当時は。もう誰も言わないですよね。文化会館厚狭駅前なんてこ

とで、結局何にも定着していないんです。３年間、企業にネーミングを

売って、仮にここで打切りになって次の企業が出てきたら、また名前が

変わってしまうわけでしょ。継続するかどうか、それは企業次第でしょ。

３年間で変わってしまう可能性があるわけでしょ。そんなのでいいんで

すかって言っているわけです。３年置きに名前が変わってしまうような

ホールって、おかしいでしょ、たった数百万円のために。市民にもっと

愛してほしいというのであれば、もっと積極的に市民に愛称を募集して、



 

78 

 

市民があのホールを愛するような仕組みを作っていかないと、金のため

に名前をどんどん売って、市民が、これによってげんなりするという、

そういうことにならないようにしてほしいんですね。そこら辺で、今の

文化ホールに対する行政の姿勢がおかしいと思わざるを得ません。いか

がですか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長  文化施設に限らず、スポーツ施設でも、他市で

もこういった例はありますので、時代の流れというところもあります。

下関では、野球場が最近、ネーミングが付いています。それも企業名が

付いていると思います。金額も、本市のネーミングライツとほぼ変わら

ないような金額でした。ですので、名前を周知したい企業と少しでも収

入を得て、それをいろんな事業に使いたい市の思いが合致したところだ

と思っています。実際に、昨年の文化会館の事業として、芝生の前庭の

木製台を整備しましたが、それはネーミングライツ料を使って整備をさ

せていただき、そのことについては不二輸送機工業に報告したところで

すので、そういった形で有効に活用することができれば、これも意義の

あることではないかと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  必要なものだったら予算を組めばいいじゃないですか。ネーミ

ング代をもらって作ったからって、何の意味があるんですか。おかしい

ですよ、そんな言い方は。文化とは全く関係ないじゃないですか。そん

な考え方で文化を扱ってほしくないと思います。野球場がどうのこうの

って言うなら、野球場もやればいい。なぜ野球場はやらないわけ。サッ

カー場だってやればいい。あなたの担当でしょ。なぜ文化ホールだけや

るんですか。僕は、文化に対する姿勢が悪いと言っているんですよ。単

に数百万円のために３年置きに名前が変わっていくような文化ホールと

いうのはおかしいと思います。だから、こういう問題については、「文化」

という、いわゆる形で物を見る場合は企業名を付けるということは、絶

対あってはならないと思います。そういう点で、部長としてはどう考え

ているんですか。 

 

姫井文化・スポーツ振興部長  確かに、３年ごとというのは短いんかなと。そ

れが５年にすればいいのか、１０年にすればいいのかは別ですけど、ネ

ーミングライツによって名称がどんどん変わるというのは、ちょっと私

もそこはと思います。もう少し、年数が長くてもいいのかなとも思いま

す。ただ、一つの財源確保という意味合いから、ネーミングライツが始

まったと思っています。「ほかの施設はどうか」ということもありますけ
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ど、今後ほかの文化施設、スポーツ施設にも進めていくかどうかは考え

たいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員  県内の文化施設で、ネーミングライツをやっているところはあ

りますか。 

 

姫井文化・スポーツ振興部長  私の知る限りでは、県内にはないと思います。 

 

下瀬俊夫委員  あるわけないじゃない。文化ってそんなものでしょ。意味が分

かってない。「文化」というのは、一定の企業に名前を売ったり貸したり

するようなものじゃないと思うんですよね。あなた方がそれで「文化・

スポーツ部」なんて言われることが大変歯がゆいですよ。そういう点で、

ちょっと軽く考え過ぎているとしか思いません。 

 

姫井文化・スポーツ振興部長  決して、この導入について軽く考えて始まった

わけではないと思っています。確かに、今「不二輸送機ホール、文化会

館です」と電話等でも言いますし、文書にしても「不二輸送機ホール（文

化会館）」というように、ネーミングは先に出しますけど、基本的には「文

化会館」ということも必ず付けるようにしていますので、今後もネーミ

ングライツを、この文化ホールについては継続していきたいと考えてい

ます。 

 

下瀬俊夫委員  一言言います。僕は、そういう人に文化の担当はやってほしく

ないと思います。文化の何事かも分からないような人が文化のことを担

当してはいけない。 

 

小野泰委員長  ほかに。 

 

下瀬俊夫委員  きららガラス館です。資料３２ページですが、当初からマイナ

ス予算で組んでいますよね。これは、どうしてですか。 

 

西田文化振興課長  平成２６年度から平成３０年度までの契約です。それで、

私も質問したんですけれども、担当が言うには５年間でプラスになるよ

うな計画にしていると。要は、年度ごとにウエイトを置く事業とか計画

があって、たまたまこの年度については若干のマイナスが出たけれども、

何とか次の年度で解消できる。そういった面で、この指定管理者はやっ

ているということを確認しています。トータル５年間で考えているとい
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うことを聞いています。 

 

下瀬俊夫委員  今の説明はよく分からなかったんですが、トータル５年間で黒

字が出ればオーケーだと。単年度で赤字が出るのは仕方がないというこ

とでしょうか。 

 

西田文化振興課長  最終的にプラスになる可能性もありましたので、その辺は、

担当者の意見を聞き、容認したような感じですが、その辺の裏付けとい

うものは持っていません。 

 

下瀬俊夫委員  説明がよく分からないんだけど、５年間で黒字だったら、単年

度だって黒字になるんじゃないんですか。だから、なぜわざわざ赤字の

予算を組まないといけないのかがよく分からないから聞いているんです。

２８年度予算については、特別、この年度に何か赤字になるような歳出

を組まなければいけない理由があったんですか。 

 

西田文化振興課長  それは把握していません。 

 

岩本信子委員  ３１ページの収入で、ガラス未来館のレンタル工房貸し館収入

と書いてあるんですけど、条例か何かで認められているんですか。 

 

西田文化振興課長  レンタル工房というのは、Ｍ．ＭＧｌａｓｓの西川さんが

おられますけれども、その方にあそこの講師もやってもらっているんで

すけれども、自分の仕事をされるときに借りていると認識していまして、

その法的な裏付けですが、工房はお貸しできるように規定の中ではなっ

ていると思います。 

 

岩本信子委員  指定管理とは別にそこのガラス工房を個人的に借りているとい

う考え方でよろしいんですか。指定管理は受けているんだけど、それと

は別に、個人的に西川さんという方が自分で工房を開いているという考

え方でよろしいんですか。 

 

西田文化振興課長  指定管理を受けているのは小野田ガラスで、その小野田ガ

ラスが講師として西川さんと契約しているという状況であり、西川さん

がいろいろ作業される関係上、工房を借りて作業しているという形です。 

 

下瀬俊夫委員  さっき言ったように２８年度の予算であえてマイナス、歳出を
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多くしなければいけなかったのかという理由は、答えられないんですか。 

 

西田文化振興課長  確認します。 

 

矢田松夫委員  厚狭地区複合施設ですが、単体での施設と複合化された施設、

費用対効果がまだ出ないんですかね。それと今回、需用費が特段に伸び

ていますよね。そういうところも含めて、回答願います。 

 

吉藤山陽総合事務所長  まず、維持管理費の比較です。単体の施設であったと

きと複合化されたときの決算額の比較ですけども、まず、単体施設のと

きの決算額については、平成２４年度の決算額と２８年度の決算額と比

較して、全体としては８５０万円程度の削減になっています。大きなも

のとして、需用費のうちの光熱水費が約５６０万円、それから通信運搬

費であるとか、もろもろのものがあります。そういったことで、合計す

れば、８５０万円程度の差が出たということになります。それと需用費

の関係ですけども、施設がオープンしたのが２８年２月ということで、

２７年度決算額については、２８年の２月、３月の費用で、年間の決算

ではありませんので、それで大きく変わっていると思います。 

 

矢田松夫委員  ８５０万円の削減が図られたという金額の評価について、８５０

万円程度なのか、よくも８５０万円になったのか、どうですか。 

 

吉藤山陽総合事務所長  正直言いますと、これだけ差が出るとは思わなかった

のは現実です。やはり複合化されて、面積自体もかなり変わっています

けども、維持管理費だけではなくて、ほかにも維持管理業務の一元化も

図られていますので、そういった意味での効果もありますし、維持管理

費については、想定以上の削減だったと思っています。 

 

矢田松夫委員  結論を言いますと、やっぱり、最小の費用で最大の効果を上げ

るのが、市内初めてのこの複合化施設だったと思うんですよね。それが、

８５０万円程度しかなかったのか。光熱水費とか夜間警備が一本化され

たということもありますけど、そういった結果が出ないと意味がないと

思うんですよね。８５０万円程度でしょ。 

 

吉藤山陽総合事務所長  効果としては、いわゆる維持管理費だけではなく、管

理業務自体の一元化も図られていますし、利用増にも結び付いていると

思っています。例えば、今まで図書館を利用していなかった方が複合施
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設で会議があって来て、図書館があるのであれば行ってみようとか、そ

ういったこともありますし、利用者数を見ても、以前の公民館の利用者

数と比べると、かなり増えています。そういった面でのメリットも当然

あると思っています。 

 

矢田松夫委員  ここにコミュニティ施設の利用状況も出ていますけれど、今、

成果のメリットを言われましたけど、アリーナは冷暖房がないために、

例えば厚狭高の同窓会は時期と場所を変更するんじゃないかという声も

出ていますし、運動施設は暑いからその間は中止するとか、網戸もない

ので蚊とか虫とか入るので、掃除するのが大変だということ、いろんな

マイナス面もあるわけですね。今後それらの対策をどのように練るかと

いうことによって、このコミュニティ施設の利用状況が増えるというこ

と。ただ単に、三つを一つにしたから増えるのは当たり前です。それは、

誰でも分かるんです。しかしながら、今以上の利用状況と収益、そして、

その他の削減をしていくかによって、８５０万円が１,０００万円になる

とか、そういった知恵を是非出していただきたい。 

 

岩本信子委員  今のところですけど、修繕料が出ているんですよね。まだ新し

い施設なのに修繕料が出るというような設計だったんでしょうか。 

 

沼口山陽総合事務所次長  修繕料については、保健センターに係るものが大半

でした。例えば自動ドアとかで修繕料が掛かっています。新しい施設に

ついては、一部ガラスが割れたということがありましたけど、保険で返

ってきています。 

 

下瀬俊夫委員  先ほどの所長の答弁で、厚狭公民館の利用状況が増えたってい

う話でしたが、それは旧公民館との比較ですか。 

 

吉藤山陽総合事務所長  先ほど申し上げたものは旧公民館との比較で、旧公民

館の利用者数と新しい施設がオープンしてからの公民館の利用者数。一

部、コミュニティ施設として使用された部分がありますけど、それを含

めての比較ということです。 

 

下瀬俊夫委員  それは無理な話ですよ。旧公民館はほんとに使い勝手が悪かっ

たんですよ。使い勝手が悪かったし、会議をやろうとしても、ぼろぼろ

で利用できなかったんです。だから、旧厚狭公民館と利用状況を比較し

たって、それはまず無理な話で、新しい施設が増えていくのは当然なこ
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とです。だから「いいんだ」っていう話になるとなかなか難しいんです。

問題は中庭ですね。中庭の利用の変更とか、どうするかという話につい

て、もうそろそろ結論出してもいいんじゃないですか。ずっとこのまま

いくつもりですか。 

 

沼口山陽総合事務所次長  中庭については、現在、アンケートを実施しようと

考えています。施設利用者の方々に対してアンケートを実施して、各団

体へそのデータで、今後の利用方法について協議していきたいと考えて

います。 

 

下瀬俊夫委員  アンケートっていうのは、あの施設を利用する各種団体に対す

るアンケートですか。これまで利用者協議会からいろんな要望が出てい

ますよね。それは各種団体の集約として考えられないんですか。 

 

吉藤山陽総合事務所長  厚狭公民館の利用者協議会から要望事項は出ています

けど、それ以外、広く一般の方にも意見を聞いてみたいということで今

回アンケート調査を行うんですけども、あとは、当然、利用者協議会、

それから図書館友の会という団体がありますので、そういった団体の意

見をお聞きしながら、総合的に判断したいと思っています。 

 

矢田松夫委員  要望事項については検討するとなっているよね。検討せずに次

の橋を渡るの。そういうわけにはいかないでしょ。まず、「検討する」と

いう回答をしたんだから、検討した結果を利用者協議会に返すのが筋じ

ゃないの。 

 

吉藤山陽総合事務所長  ですから、「検討する」ということになっていますので、

その検討に当たって、広く一般の方の意見も聞いてみたいと。それと、

もう一度、利用者協議会から２８年９月に要望書が出ていますけども、

それ以降のこともありますので、再度聞きたいと。そういうものを受け

て総合的に判断したいという趣旨ですので、利用者協議会から出た要望

書を無視しているというわけではありません。 

 

下瀬俊夫委員  幾つかあるんですが、一つは、パスポートの発行のところの奥

に緊急口がありますよね。緊急口は、日常的には閉まっているんですよ

ね。緊急時にどういう対応をされるのかお聞きします。 

 

小野泰委員長  この２項が終わるまで延長しますので、よろしくお願いします。 
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沼口山陽総合事務所次長  緊急口ですけれども、手ですぐに開くようになって

います。 

 

下瀬俊夫委員  それは一般市民が分からないですよね。緊急時は職員が開ける

ようになるんですか。出ようと思っても、一般市民は分からないですよ

ね。緊急時は慌てるわけだから、市民が分かるようにしたほうがいいん

じゃないかと思っているんですけど、いかがですか。 

 

沼口山陽総合事務所次長  貴重な意見でしたので、そのようにさせていただき

ます。 

 

下瀬俊夫委員  もう１点は、車止めです。なぜ３か所に作らないといけないの

かがよく分からないんです。あれにつまずいて転ぶ人がまだ何人かいる

ようですが、置いておく必要があるのか。これまでの説明では、出入口

の通行に支障が出る可能性があるからということで、あの車止めを設置

されていますよね。出入口２か所に設置しておけばいいんじゃないかな

と、真ん中は要らないんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。 

 

沼口山陽総合事務所次長  出入口を過ぎて、スピードを出して通過する車が実

は多いんです。庁舎側に前向きで車を止めてバックで出るときに、スピ

ードが出ているために、事故になったというケースが過去にあったと聞

いています。そういったことからしても、スピードを上げない方法は、

真ん中にも設置するということは有効かなと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  今の説明は意味が分かりません。あそこはできた当時から３か

所あるわけですよね。あれがなかったから事故を起こしたという話は、

どういう経過で出たんですか。 

 

沼口山陽総合事務所次長  あれがないとスピードがたくさん出るという意味で

申し上げました。 

 

下瀬俊夫委員  事故があったって言ったでしょ。 

 

沼口山陽総合事務所次長  事故というのが、小さな事故で済んだと。真ん中に

ハンプがあったことによってスピードが抑えられた結果、事故が小さな

もので済んだという内容です。そういう意味からしても、真ん中に置い
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ておくのは有効かと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  取って付けたような説明ですね。問題は、入り口にある車止め

ですよね。これまでは端が切れていたために、両側から車が抜けて出て

いたんです。真ん中を通りたくないということで、両側から抜けて出て

いたんです。それを、あえて今車止めを作っていますよね、通さないよ

うに。それは自分たちの決めたことを守らない限り、駄目だという意思

表示ですか。 

 

沼口山陽総合事務所次長  先ほどから申し上げていますけども、スピードを出

さないようにということで、ハンプの上を通っていただきたいというこ

とです。 

 

下瀬俊夫委員  例えば、市役所の駐車場、当然、いろんな事故が想定されます。

これまでも、何回も事故がありました。だけど、それに対して管理者は

責任を取りません。自己責任でしょ、あくまで。言われるように事故を

起こしてほしくないという気持ちは当然ですよ。だけど、あえて車止め

を作って通れないようにするかがよく分からないんです。以前は車止め

が設置されてなかった。半年ぐらい前ですか、１年前ですか、車止めを

置いて、一切そこを通さないようにしたんです。なぜそこまでしないと

いけないのか分からないんですよ。あれを避けて通るというのはあり得

ると思うんですけど、駄目ですか。 

 

吉藤山陽総合事務所長  これについては、以前から指摘をいただいている部分

です。さっき言われた南側のバリケードは、半年ぐらい前から置いてい

るんですけども、そのハンプを避けるようにスラロームして通る車があ

るのは見ています。どういった形がいいのか、いろいろと考えているん

ですけども、特に南側については、入り口もそんなに広くはありません

し、スラロームのように通るのも危ないということで、半年ぐらい前か

ら置いています。どういった形がいいかは、引き続き管理する立場とし

ては見ていきたいと思っています。 

 

岩本信子委員  コミュニティ施設を借りるための申請の仕方は、市で決まった

ものがあると思うんですけど、そのとおりされていますか。 

 

沼口山陽総合事務所次長  条例を作っていますし、公民館の事務所においてち

ゃんと申請できるようにしています。 
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岩本信子委員  借りているのは、ほとんど山陽小野田市の方ですか。市外の方

はいるんですか。 

 

沼口山陽総合事務所次長  正確な数字は分かりませんけれども、市外の方も使

われる方はいます。 

 

小野泰委員長  ほかにないですか。（「なし」と呼ぶ者あり）ないようでしたら、

本日の委員会は、これで終わりたいと思います。あすは９時から４款衛

生費から入りますので、よろしくお願いします。 

 

午後５時５分散会 

 

平成２９年８月３１日 

 

一般会計予算決算常任委員長 小 野   泰 

 


